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Ⅰ 教育委員会の事務の点検・評価制度の概要  

                     

1 教育委員会に関する事務の点検・評価について 
  
「教育委員会の責任体制の明確化」を目的として、「地方教育行政の組織及

び運営に関する法律」（以下「地教行法」といいます。）第 26 条「教育に関す
る事務の管理及び執行の状況の点検および評価等」に基づき、平成 20 年度か
ら、教育委員会は、毎年度、その権限に属する事務の管理及び執行の状況の
点検及び評価（以下「点検・評価」といいます。）を行い、教育に関し学識経
験を有する者の知見を活用し、その結果に関する報告書を作成しています。 
  

 

2 千葉市教育委員会における当該点検・評価の実施方法等について 

 

（1）目的 

教育委員会の権限に属する事項について、点検・評価することにより、

教育委員会が、自らの事務の適切な執行について確認するとともに、市民

に対して、行政の説明責任を充実させ、教育行政に対する市民の信頼の向

上を図ることを目的としています。 

 

（2）対象となる期間および事務 

①対象期間としては、平成 29 年度です。 

②対象事務としては、地教行法第 21 条に規定されている教育委員会が管

理・執行する事務とします。 

 

（3）点検・評価の実施方法  

評価体系は、学校教育分野（目標１）については、「第２次千葉市学校教

育推進計画」、生涯学習分野（目標２）については、「第５次千葉市生涯学

習推進計画」に基づき自己点検・評価を行っています。 

 

※ 計画によっては、教育委員会所管外のものもあることから、適宜、教育

委員会の施策に関連する部分を取り上げて点検・評価を行うこととしま

す。 
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また、地教行法第 26 条第２項の規定による教育に関し学識経験を有する

者の知見の活用については、教育委員会事務局が行った自己評価による点

検・評価の結果について、「千葉市教育委員会事務点検・評価委員」として、

本教育委員会が依頼した２人の学識経験者から、個別に所見等を頂きまし

た。 

学校教育分野については松尾氏に、生涯学習分野については岩崎氏に所 

見等を頂くにあたり、平成 29 年度に新規・拡充された事業等を重点的に評

価する事業としました。具体的には、学校教育分野については「市独自の学

級編制や教職員等の配置」「オリンピック・パラリンピック教育の推進」、生涯学習分

野については「加曽利貝塚の国特別史跡指定」「指定管理者制度による施設

の管理運営」です。 

 

①松尾七重氏 
○現職：千葉大学教育学部教授 

○学歴：国際基督教大学教養学部卒業、筑波大学大学院教育学研究科 

学校教育学単位取得満期退学 博士（教育学） 

○専門 数学教育学 

・主な研究課題 算数・数学の学習指導に関する研究 

          学校教育における図形の概念形成に関する研究 

②岩崎久美子氏 
○現職：放送大学教授 

（前国立教育政策研究所生涯学習政策研究部総括研究官） 

○学歴：上智大学文学部教育学科卒業、筑波大学大学院修士課程教育 

研究科修了 

筑波大学大学院図書館情報メディア研究科博士後期課程 

修了 博士（学術） 

○専門 生涯学習 

・主な研究課題 生涯にわたるキャリア発達に関する研究 

成人学習の理論に関する研究 

 

さらに、点検・評価にあたっては、学校教育審議会、生涯学習審議会の

活用を図っています。 

 

（4）点検・評価の構成 

施策ごとの構成は、次のようになっています。 

① 施策の方針 
② 成果指標 
③ アクションプラン（個別具体の事業） 
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Ⅱ 教育委員会の活動状況  

 

              

１ 教育委員会会議における活動（平成 29 年４月～平成 30 年３月） 
 

 以下のとおり教育委員会会議を開催し、議決等を行いました。 

・開催回数    14 回（定例会 12 回 臨時会 ２回） 

・議決案件    44 件 

・報告案件    42 件 

・臨時代理報告  ７件 

２ 学校現場等への視察や行事での講演等について 

以下のとおり施設や行事の視察等を行い、事業の実施状況や、様々な課題について把握

し、教育委員会会議における審議に生かしました。 

 

（1） 学校行事への出席 

・入学式 

・小学校音楽発表会 

・ＳＳＨ（スーパーサイエンスハイスクール）評価委員会 

・千葉市小・中・特別支援学校児童生徒作品総合展覧会（科学部門） 

・小学校陸上大会 

・中学校音楽発表会 

・中学校生徒会交流会 

・千葉市小・中・特別支援学校児童生徒作品総合展覧会（第二部） 

・卒業式 

 

（2） 各種イベントへの出席 

・未来の科学者育成プログラム 

・こころの劇場 

・子ども議会 

・長柄ジョイントキャンプ 

・長柄ハッピーキャンプ 

・科学フェスタ 2017 

・ＳＣＩＥＮＣＥ ＣＬＵＢ ＡＳＳＥＭＢＬＹ（市内科学部の交流発表会） 

・ジョイントフェスタ 

・成人を祝う会 
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（3） 教員等の研究会や研修会への出席 

・特別支援教育講演会・公開講座 

・教職員教育研究発表会 

・研究指定校研究報告会、研究大会等 

・長期研修生研究発表会 

 

（4） 教育委員会関係団体主催の会議等への出席 

・都道府県・指定都市教育委員研究協議会 

・市町村教育委員会研究協議会 

 

（5） その他 

・教科書展示会 

・教育功労者表彰式 

 

  上記のほか、教育委員による勉強会や、事務局からの個別の議案説明など、関連した業

務・活動を行いました。 

 

３ 広報・広聴活動、意見交換会等について 
 

以下のとおり教育委員会についての情報発信を行いました。 

・教育委員メッセージ（市ホームページでの掲載） 

・教育だよりへの記事掲載 

・市小中学校教員と市教育委員との意見交換会 

・高校生と市教育委員との意見交換会 

 

４ 総合教育会議について 

市長と教育委員会の連携強化の観点から設置された「総合教育会議」では、本市の教育

行政における以下の７つの重要課題について協議・調整を行いました。 

①オリンピック・パラリンピックを契機とした「まちづくり」「ひとづくり」 

②子どもたちの放課後等の充実について 

③地域社会全体で子どもの成長を支える仕組みの整備 

④地域経済・地域産業を支える人材の育成・確保 

⑤本市のアイデンティティ醸成につながる郷土教育等の推進 

⑥子どもの貧困対策の推進について 

⑦幼保小「連携」から「接続」への発展について 
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Ⅲ 点検・評価の結果  

 

１ 千葉市教育委員会による自己評価  
  

(1) 学校教育  
  学校教育分野については、平成２８年３月に策定した第２次千葉市学校教育推進計

画に基づき、各種施策を進めています。 

 

   

千葉市学校教育推進計画の目指すべき子どもの姿 

夢と思いやりの心を持ち、チャレンジする子ども 

 

千葉市学校教育推進計画の目標 

自ら考え、自ら学び、自ら行動できる力をはぐくむ 

 

 

「成果指標」における「達成状況」の記載につぃて 

 各指標について、H30 末(中間)目標値に向けた H29 末現状値の状況を４段階に分類します。 

区分 説明（成果指標の達成状況基準） 

◎ H29 末現状値が H30 末(中間)目標値以上 

○ 
「H29 末現状値と H27 末現状値の差」が「H30 末(中間)目標値と H27 末現状値の差」に対し６０％

以上 

△ 
「H29 末現状値と H27 末現状値の差」が「H30 末(中間)目標値と H27 末現状値の差」に対し６０％

未満 

× H29 末現状値が H27 末現状値未満 

    ※数値データの出典などについては、各成果指標の右下に示しています。 

 

「アクションプラン」における「進捗状況」の記載について 

各計画事業について、H30 末(中間)目標値に向けた H29 末の状況を示します。 

区分 説明（計画事業の進捗状況基準） 

順 調 

計画に対し、概ね計画通り進捗している。 

「新規」「拡充」：各年度の目標事業量に対し、定量的に事業量を測れる事業は８割以上の進捗を目

安とし、その他の事業は目標事業量からの遅延・乖離がないかを目安とする。 

「継続」：H27 年度事業量（規模）と比較して、同等であることを目安とする。 

達 成 計画事業が計画期間の途中で終了するもの 

遅 れ 計画に対して事業進捗に遅れが出ている、「継続」で事業規模を縮小した。 

休 止 事業を休止し、次年度以降に再び実施する予定 

中 止 事業を中止し、今後も実施しない。 
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1 確かな学力を育てる 

 

 施策の方針  

 

 変化の激しい社会を生き抜く力の育成に向けて、一人ひとりに基礎的・基本的な知識・

技能の確実な定着と学ぶ意欲の向上を図ります。 

 課題を解決するために必要な思考力・判断力・表現力等や、主体的に学習に取り組む態

度を身に付けさせます。 

 自ら課題を発見し、その解決に向けて主体的・協働的に探究する学習を充実させるとと

もに、学習評価の工夫を図ります。 

 確かな学力を効果的に育成するため、言語活動の充実、グループ学習、ＩＣＴの積極的

な活用をはじめとする指導方法・指導体制の工夫改善により、協働型・双方向型の授業

を推進します。 

              

 成 果 指 標  

                                      教育指導課 

№ 指標 項目 
H27 末 H28 末 H30 末 H33 末 H29 末 達成 

（現状値） （現状値） （中間目標） （最終目標） （現状値） 状況 

1 

学校の勉強が好きだ

と思う児童生徒の割

合 

小 3 
86.8% 

87.0% 87.0% 88.0% 86.3% × 
（26年度末） 

小 5 
77.3% 

77.3% 78.0% 80.0% 76.9% × 
（26年度末） 

中 2 
53.0% 

49.8% 54.0% 56.0% 53.6% ○ 
（26年度末） 

千葉市学力状況調査 

2 

全国学力・学習状況

調査における全国平

均正答率との比較 

小 6 +1.8 0 +2.0 +2.5 +1 × 

中 3 +1.9 +1.0 +2.0 +2.5 0 × 

全国学力・学習状況調査 

 

 1-1 主体的に学ぶ力の向上 
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№ 達成状況に対する説明 今後の取組み等 

1 

・学校の勉強に対し、学年が上がるにつれ、「好きだ」

と回答する児童生徒数の割合は減少しており、学習

内容の質・量の増加に伴い学校の勉強に対して負担

を感じていることがわかります。 

・一方で、「学校の勉強はよくわかる」については、

小３年生 90.4%、小５年生 87.7%、中２年生 71.2%

と「好きだ」を上回っていること、また教科ごとの

「好きだ」に関しては、小３理科 94.2%、小５理科

89.0%、中２英語 70.9%で上回っていることから、発

達段階や教科等に応じた対応が必要であると考え

ます。 

・学校の勉強は、「よくわかる」と「好き」が

比例しているとは限らず、魅力的な学校の勉

強を創造することが重要であり、そのために

も「わかる授業、楽しい教室、夢広がる学校」

の一層の実現を進めていく必要があります。 

・若年層教員の増加に伴い、教員の授業力、教

師力、人間力の向上を図る研修を校内外で適

切に進めること、訪問指導を通しての指導助

言の強化を図ること等が重要であり、各校に

おけるカリキュラム・マネジメントの実施の

促進を図っていく必要があります。 

2 

・各教科とも、児童生徒一人一人の理解度に応じたき

め細かい指導を推進する必要があります。教科別で

は、小６・中３ともに、算数・数学Ａが、全国平均

を下回っています。基礎基本の定着をめざしスパイ

ラルな指導の工夫や家庭学習の推進を図る必要が

あると考えています。 

・本市の課題改善に資するデータと、指導改善

の方向性やポイント等を示し、研修会や学校

訪問等で指導助言を行うことで、教員の指導

力を一層高め、「わかる授業」を推進してい

きます。 
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 アクションプランの進捗

成 果 指 標 

 

                                教育指導課、教育センター 

№ 事業名 
新規・拡充

項目、継続 

H27 末 H28 末 H30 末 H33 末 H29 末 進捗 

（現状値） （実績） （中間目標） （最終目標） （実績） 状況 

1 
「わかる授業」の

推進 

授業改善の

推進 

教科等主任

研修会 

研修講座 

各種研修

会・講座 

学校訪問指

導 

事例集作成 

指導資料作

成 

授業づくり

講座 

指導事例の

集積 

各種研修

会・講座 

学校訪問指

導 

順調 

2 
学力状況調査

の実施と活用 

データ活用

の具現化 

分析方法の

見直し 

分析方法の

見直しとア

クションプ

ランの推進 

各学校でア

クションプ

ラン作成 

継続 

研究協力校

でアクショ

ンプランを

作成 

順調 

3 
指導資料の活

用 
継続 継続 継続 継続 継続 継続 順調 

4 

多様な外部人材

を活用した 

学校支援 

継続 継続 継続 継続 継続 継続 順調 

5 
情報活用能力

の育成 

ＩＣＴを活用し

た教育活動 

タブレット

ＰＣ・デジ

タル教科書

の活用に関

する研究 

継続 
研究成果の

発信 

研修会の実

施 
継続 順調 

6 
情報教育機器

の整備・充実 

小学校ＰＣ

教室の端末

刷新 

106 校 

 20 台/校 

  6 校 

 40 台/校 

106 校 

 20 台/校 

  6 校 

 40 台/校 

全校 40台

/校 

（移動型端

末） 

全校 40台

/校 

（移動型端

末） 

106 校 

 20 台/校 

6 校 

 40 台/校 

遅れ 

タブレットＰＣ

の整備 

モデル校 

 40 台 

教育センタ

ー   

40 台 

継続モデル

校 40 台 

教育センタ

ー 40 台 

モデル校 

増設 

（6年生 1

人 1台） 

モデル校等

での成果を

踏まえ、見

直し時に設

定 

継続モデル

校 40 台 

教育センタ

ー 40 台 
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                                   教育指導課、教育センター 

№ 主な成果と考察 今後の取組み等 

1 

・小学校３年生、５年生、中学校２年生において実施する

千葉市学力状況調査・意識調査及び小学校６年生、中学

校３年生において実施する全国学力学習状況調査につ

いては、教育センターを中心に分析を行っています。本

市児童生徒の学力分析や生活習慣との関連等細部にわ

たるデータをもとに、学力向上へ向けた課題を明らかに

し、改善方法を示し指導しています。 

・教育委員会を中心に実施している学力分

析結果をさらに各学校に周知し、本市の学

力向上に向けた課題を共有していくとと

もに、各小中学校ごとに、各校の実情を踏

まえた学力向上に対する取組の強化を図

っていきます。 

2 

・千葉市・全国の学力に関する調査結果を教育センター及

び教育指導課・教育支援課において、観点別・領域別、

大問別・小問別に分析し、多面的・多角的な分析を実施

しており、その結果と傾向、今後取り組むべき課題につ

いてホームページに掲載し周知するとともに、各種研修

会の場において教職員に対して指導できました。また、

研究協力校において、学力調査の分析結果をふまえた

「学力向上アクションプラン」を作成したことで、作成

の手順や課題を確認することができました。 

・平成 30 年度には、全小中学校において「学

力向上アクションプラン」を策定し、継続

的な実践につなげるよう効果検証を行い

ます。 

3 

・市内小中学校全教職員に対し、本市の学校教育の課題と

方策、進むべき方向性を示すことで、指導の指針の柱と

なっています。 

・一層の積極的な活用を図ることを周知す

るとともに、新学習指導要領の趣旨を踏

まえ、質の高い学びの実現へ向けた指針

となる資料としていきます。 

4 

・「わかる授業、楽しい教室、夢広がる学校」づくりを推

進するために、「NPO ちば夢工房」に委託し、市内小中特

別支援学校に学校支援員を配置しました。学校支援員

は、退職教員、教員を目指す学生、教育に関心のある市

民を中心とし、各学校のニーズに応じたきめ細かな支援

を行っています。 

・外部人材の活用について、学校に対し、

一層積極的な活用を図ることを周知しま

す。 

5 

・平成 28 年度からの２か年計画で実施してきたデジタル

教科書やタブレットを活用した学習に関する研究の２

期目が終了し、オンライン・オフライン環境、それぞれ

における有効性が確認できました。特にグループ内、学

級全体での発表等において自己表現を苦手としている

児童生徒への大きな教育効果が認められました。 

・情報活用能力の育成を目指す、次期学習

指導要領の実施に向け、ICT 機器を活用

した授業の展開、多様性に配慮した学習、

プログラミング学習等の新たな課題解明

に向け、授業研究に取り組んでいきます。 

6 

・小学校のＰＣ教室の端末刷新については、平成 32 年 1

月の次期システムの更新に向け、関係部局と連携しなが

ら「千葉市教育情報ネットワーク整備計画」を策定しま

した。 

・タブレットＰＣの整備については、タブレットを活用し

た学習の研究を継続して行うとともに、「千葉市教育情

報ネットワーク整備計画」の中で、整備方針の検討を行

いました。 

・「千葉市教育情報ネットワーク整備計画」

に基づき、情報経営部と連携しながら、

次期システム更新に向けた具体的な行程

に着手していきます。 
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 価値観の多様化が進む社会において、高い志や意欲を持つ自立した人間として、他者と

協働しながら価値の創造に挑み、未来を切り開いていく力の育成に向けて、教育内容の

充実を図ります。 

 グローバル社会において、日本や郷土の歴史・文化に対する理解とともに、言語や文化

が異なる人々と互いに尊重し合い、主体的に協働していくことができるように、コミュ

ニケーション能力や英語の語学力を育成します。 

 環境や平和などの世界規模の課題を自らのこととして捉え、地域活動など身近なところ

から取り組み、持続可能な社会づくりの担い手となるよう、一人ひとりを育成する教育

を推進します。 

 技術立国日本を支える理系人材の育成に向けて、理数好きな子どもを育てる教育の充実

を図るとともに、意欲と能力のある子どもに対し、様々な学習機会や切磋琢磨する場を

提供していきます。 

 

 成 果 指 標  

                                       教育指導課 

№ 指標 項目 
H27 末 H28 末 H30 末 H33 末 H29 末 達成 

（現状値） （現状値） （中間目標） （最終目標） （現状値） 状況 

3 

自分の考えや意見を

発表することが得意

な児童生徒の割合 

小 6 49.0% 48.2% 51.0% 53.0% 48.2% × 

中 3 52.5% 50.8% 54.0% 55.0% 51.0% × 

全国学力・学習状況調査 

4 

中学校卒業段階で実

用英語技能検定３級

相当以上の生徒の割

合 

中 3 50.0% 46.6% 55.0% 60.0% 47.2% × 

千葉市教育委員会教育指導課調べ 

 

 

 

 

 

 

 1-2 未来へ飛躍する力の育成 

 施策の方針  
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№ 達成状況に対する説明 今後の取組み等 

3 

・学習の理解度も意見の発信力に関係があると思われ

ます。「自分にはよいところがあると思うか」という

問いに対する回答からも本市は自己肯定感が低い児

童生徒の割合が高いことがうかがえます。帰属集団

での安心感や自己肯定感を高めることが意見を積極

的に発信する態度にもつながると考えます。 

・自分の考えを発信する力の育成は大変重

要であるため、安心できる学級集団づく

りやわかる授業づくりに引き続き取り組

んでいきます。 

 

4 

・昨年度と比較して０．６％の微増となりました。教

員の指導力向上に向けての研修会等をさらに推進

し、生徒の実態に応じた指導ができる力を身に付け

る必要があります。 

・授業研究会等で指導法の改善を検討し、

生徒の英語力の向上を図るための指導法

について共通理解を図り、授業改善に努

めていきます。 
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 アクションプランの進捗

成 果 指 標 

 

                                教育指導課、生涯学習振興課 

№ 事業名 
新規・拡充

項目、継続 

H27 末 H28 末 H30 末 H33 末 H29 末 進捗 

（現状値） （実績） （中間目標） （最終目標） （実績） 状況 

1 郷土教育の充実 
指導内容

の充実 

社会科副読

本改訂 

指導資料改

訂 

千葉氏に関

する資料の

作成 

継続 

指導事例の

集積 

授業実施 

授業の充実 継続 順調 

2 
異文化理解の促

進 
継続 継続 継続 継続 継続 継続 順調 

3 
小学校英語活動・

英語教育の推進 

英語活動・

英語教育 

５・６年生 

実施 

５・６年生 

実施 

３・４年生

実施 

５・６年生

実施 

３・４年生

実施 

５・６年生

実施 

５・６年生 

実施 
順調 

4 

グローバル化に

対応した英語教育

の推進 

外国人講

師の派遣 
19 人 19 人 19 人 22 人 19 人 順調 

5 

市立高等学校の

グローバルスクー

ル化の推進 

ＳＧＨ指定 
新規指定申

請準備 

新規事業申

請に向けた

準備 

新規指定 継続指定 

新規事業申

請に向けた

準備 

順調  

6 
市立高等学校の

理数教育の充実 
ＳＳＨ指定 ＳＳＨ指定 

SSH 継続指

定 
継続指定 継続指定 

SSH 基礎枠

継続指定、

重点枠新規

指定 

順調 

7 
未来の科学者育

成プログラム 

ジュニア講

座受講者 
50 人 66 人  80 人 100 人 42 人  遅れ  

8 環境教育の推進 継続 継続 継続 継続 継続 継続 順調 
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№ 主な成果と考察 今後の取組み等 

1 

・社会科主任研修会等で、地域素材を扱うよう呼びかけ

たことで、小学校社会科の授業において「千葉氏」を

扱う学校は８０%となっています。漫画「千葉常胤公

ものがたり」の活用率も向上し、児童生徒に周知され

ていることから、郷土教育の充実が図られていると言

えます。 

・教職員の研修会で、郷土教育の推進につい

て呼びかけていき、「千葉氏」「加曽利貝塚」

等を授業で活用できるよう、指導資料等を

充実させます。加曽利貝塚の特別史跡指定

とともに「千葉開府 900 年」に向けてのＰ

Ｒ活動を行うことで、児童生徒へのより一

層の周知を図っていきます。 

2 

・東京都作成のオリパラ副教材を参考に、オリパラ教育

の一環として市の魅力を英語で発信する英作文コン

テストを実施しました。この英作文コンテスト等を通

して、他国及び自国文化理解も含めた国際理解教育を

推進することで、郷土の魅力の再発見に繋がりまし

た。また、日本語を母語としない児童生徒に対する理

解を深める機会にもなりました。 

・千葉市国際理解教育研究推進協議会におい

て、教科等と国際理解教育を関連付けた授

業の提案や日本語指導の必要な児童生徒の

支援に関わる研究を進め、本市の課題解明

に努めていきます。 

3 

・平成 14 年度から実施している外国人講師による外国

語活動は、言語だけでなく外国の文化等にも関心を持

つ機会となり、児童の学習意欲及びコミュニケーショ

ン力を高めることができました。 

・教員が主体となり授業計画を立案するとと

もに、ALT とのティームティーチングを充実

させるために、教員自身の研修を継続しま

す。また、英語教育支援員も配置して、授

業づくりや評価の方法などについて指導・

助言を行います。 

4 

・グローバル化に対応した英語教育の推進は、コミュニ

ケーション能力の育成と国際理解教育の推進に貢献

しており、ライトポートや養護学校への訪問指導も実

施しています。また、本市の英語発表会に審査員とし

て講師を派遣できるよう対応を進めました。 

・外国人講師の資質を向上させるため、派遣

会社と連携して研修や指導を積み重ねてい

きます。 

5 

・高校 1年生の総合学習の時間で、千葉市の課題を発見

し、解決策を発表する成果発表会を行い、審査員の大

学教授等から高い評価が得られました。 

・高校１年生の課題学習は継続して実施する

とともに、高校２年生では、海外研修の中

で１年次の成果を生かして課題解決学習を

実践していきます。 

6 

・第Ⅲ期 SSH（スーパーサイエンスハイスクール）の初

年度として、クロスカリキュラムや総合的な学習の時

間における探究活動、課題研究研究発表会等に取り組

み、成果をあげました。引き続き、グローバルに活躍

する科学技術人材に必要な能力を育成していきます。 

・第Ⅲ期 SSH では、これまでの課題研究の成

果を生徒に普及させ、育成すべき能力「課

題発見能力・課題解決能力・自己表現能力」

を明確にし、これまでの取組をカリキュラ

ムマネジメントの視点から再構成していき

ます。 

7 
※生涯学習分野で記載（P79 参照） ※生涯学習分野で記載（P79 参照） 
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（表の続き）                  

№ 主な成果と考察 今後の取組み等 

8 

・各教科等と関連させて、環境学習を進めることができ

ました。環境学習モデル校の指定による実践を通し

て、各学校における教育活動の中に環境教育を位置づ

け、児童生徒の環境保全に対する実践力を養うことが

できました。 

・今後も各教科等と関連させて、環境学習を

進めていきます。環境学習モデル校の実践

を通して、活動の成果と課題を整理し、今

後の各校の教育活動に生かしていきます。 
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 2-1 豊かな心の育成 

 

 施策の方針  

 他者、社会、自然・環境と関わり、自らを律しつつともに生きる力、主体的に判断し、

適切に行動する力、弱い立場の人間を支える力などを持つ子どもの育成に向けて、道徳

教育を中心とした取組みを推進します。 

 自然を大切にする心や他人を思いやる優しさ、自己有用感＊や規範意識などを高め、社会

性を備えた豊かな心をはぐくむために、学校内外での様々な体験活動やボランティア活

動を進めます。 

 豊かな情操をはぐくむために、読書活動のさらなる充実を図るとともに、文化芸術やス 

ポーツなどの魅力に触れる機会を創出します。 

 多様な価値観・生き方が存在する成熟社会において、規範意識や公共の精神を前提とし、

多様性を受容しながら相互に学び合い、支えあい、高め合うことのできる心を培います。 

 

 成 果 指 標  

                              教育指導課 

№ 指標 項目 
H27 末 H28 末 H30 末 H33 末 H29 末 達成 

（現状値） （現状値） （中間目標） （最終目標） （現状値） 状況 

5 

人の気持ちがわかる

人間になりたいと強く

思う児童生徒の割合 

小 6 70.7% ― 75.0% 80.0% ― ― 

中 3 75.7% ― 80.0% 85.0% ― ― 

全国学力・学習状況調査 

6 

人の役に立つ人間に

なりたいと強く思う児

童生徒の割合 

小 6 71.1% 70.8% 75.0% 80.0% 67.5% × 

中 3 72.4% 67.1% 75.0% 80.0% 65.4% × 

全国学力・学習状況調査 

7 
読書習慣のある児童

生徒の割合 

小 3 
49.5% 

 53.0% 52.0% 55.0%  50.4% △  
（26 年度末） 

小 5 
45.1% 

 45.9% 49.0% 52.5%  48.1% ○  
（26 年度末） 

中 2 
46.7% 

 44.4% 49.0% 52.5%  44.5% × 
（26 年度末） 

千葉市学力状況調査 

２ 豊かな人間性を育てる 
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№ 達成状況に対する説明 今後の取組み等 

5 

※本指標については、全国学力・学習状況調査において調

査項目から除外されたため、現状値が未定であり、達成

状況を確認できません。 

 （H28 末現状値についても同様） 

・引き続き、関連するアクションプランを

推進します。 

6 

・児童生徒は、学校生活全体を通して自分の役割を果たす

経験を積み重ねているため、学校生活における様々な活

動の中で、人の役に立ったと実感できる機会を多く持つ

ことが必要であると考えます。 

・引き続き、様々な体験活動を通して、他

人に対する思いやりや自己有用感を育て

ていきます。 

7 

・千葉市で行っている読書量調査において、学年別平均読

書量を見ると、学年が上がるにつれて読書量が減ってい

ることがわかります。小学校では学校図書館指導員の読

書指導に併せてボランティアの読み聞かせ等を積極的

に活用していることにより、本に触れる機会が増え、高

い数値を示すことができています。 

 

 

 

・5 月の学校図書館研究協議会において、

学校図書館主任を対象として読書活動の

推進についての研修を行います。6月に

は各学校で学校図書運営計画を立て、学

校ごとに、蔵書、施設・設備等の整備を

行い、学校図書館の充実を図ります。ま

た、昨年度に引き続き、5月下旬から 12

月まで期間を延長して読書量調査を行い

ます。 
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              教育指導課、保健体育課 

№ 事業名 
新規・拡充

項目、継続 

H27 末 H28 末 H30 末 H33 末 H29 末 進捗 

（現状値） （実績） （中間目標） （最終目標） （実績） 状況 

1 
道徳教育の充

実 

「道徳の授

業」の充実 

副読本の活

用 

評価方法の

検討 

・研究指定

校（小学校）

による先行

実施 

・評価方法

の検討及び

各学校への

通知 

・「千葉市

に生きる」

の改訂 

学習指導要

領の一部改

訂に合わせ

実施 

教科書の活

用 

学習指導要

領の改訂に

合わせ実施 

・研究指定

校（小・中）

による先行

実施 

・評価方法

の検討及び

各学校への

通知 

・「千葉市

に生きる」

の改訂 

達成 

2 
学校図書館の

充実 

蔵書の充

実 

（学校図書

館標準未

達成校の

改善） 

未達成校の

平均蔵書率 

85.8％ 

未達成校の

平均蔵書率 

89.3％ 

未達成校の

平均蔵書率 

88.0％ 

未達成校の

平均蔵書率 

90.0％ 

未達成校の

平均蔵書率 

92.9％ 

順調 

3 

学校図書館指

導員による読書

活動の推進 

継続 継続 継続 継続 継続 継続 順調 

4 
学校部活動の

活性化 
継続 継続 継続 継続 継続 継続 順調 

5 
音楽、図画工

作、美術の充実 
継続 継続 継続 継続 継続 継続 順調 

6 
ボランティア教

育の推進 
継続 継続 継続 継続 継続 継続 順調 

 

 

 

 

 

 

 

 アクションプランの進捗

成 果 指 標 
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№ 主な成果と考察 今後の取組み等 

1 

・児童生徒の知っている千葉市の「もの、人、こと」を

取り上げた教材で学ぶことで、千葉市のよさを再確

認することができました。また、「千葉市に生きる」

の改訂作業において、既存の教材にはない視点から

作成することに努め、生徒にとっても教師にとって

も魅力的な授業をするための教材となりました。さ

らに、教員の指導においても、教材に応じた多様な

指導方法を工夫するとともに、道徳だけではなく、

他の教育活動と関連づけて道徳教育を推進できまし

た。 

・道徳の教科化にあたり、指導方法を工夫し、

児童生徒が主体の授業へと改善を図る必要

があります。教科書の使用に伴い、他の教

材を吟味するとともに、どのように児童生

徒の学習評価をしていくのか、道徳の評価

の在り方を考えていきます。学校がスムー

ズに教科化に向けて準備できるように、文

部科学省からの伝達事項を確実に周知し、

指導要録などの様式を整えていきます。 

2 

・図書標準達成 100％を超える千葉市内の学校数が、28

年度に比べ小・中学校ともに４校増えています。未達

成校においても、蔵書率の割合は 28 年度に比べ高く

なっており、徐々にではあるが、蔵書数の拡充が図ら

れてきています。 

・蔵書率の低い学校における蔵書率の改善を

図る効果的な予算配付の在り方の検討を行

っていきます。また、学校図書館指導員と

担任とが連携した授業についての工夫改善

を図っていきます。 

3 

・図書館指導員の研修を充実させ、お互いに学びあうこ

とにより、意欲や専門的な知識・技能の向上が見られ

ています。また、学校図書館指導員と連携をした授業

も行われるようになってきています。 

・図書館指導員の効果的な配置の在り方につ

いて、小中での役割の違いやバランスなど

を考慮しながら検討していきます。研修の

内容については、図書館指導員としての資

質・技能をより高めていくものとなるよう

改善を図っていきます。 

4 

・学校部活動の活性化については、専門的な技術指導を

受けたり、少人数のチームも大会に出場できるように

なったりするなど、生徒の充実した活動が図られてい

ます。 

・学校部活動の活性化及び教員の負担軽減の

観点から、専門的な技術をもった指導者を

必要とする学校に派遣します。 

 

5 

・鑑賞後の子どもの感想文や作品等から、プロの劇団の

ミュージカルや芸術家の作品を鑑賞したり、自分で実

際に体験したりすることによって、子どもの情操が育

まれていることが分かります。 

・音楽や美術を愛好する心情を育むため、生

活の中で音楽、造形の表現や鑑賞に親しむ

ことができるよう、身の回りの事象に着目

させ、生活や社会を意識した活動に取り組

んでいきます。 

6 

・平成 29 年福祉教育研究大会には市内小・中学校、ボ

ランティアグループ、地域の方々など 533 名の参加が

あり、日々のボランティア教育活動や福祉教育活動の

実践報告がされました。 

・ボランティア教育については、事業の見直

しの時期に当たり、これまでの成果を検証

しながら、検討していきます。 
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 2-2 社会的自立に向けた強い心の育成 

 

 施策の方針  

 

 将来の夢や目標に向かって積極的にチャレンジする精神や、強い意志を持ってものごと

を最後までやり遂げる力を培うために、体験活動の充実を図ります。 

 自己の進路・将来を主体的に考えることができる力を育成する指導の充実を図るととも

に、社会的・職業的自立を目指し、児童生徒一人ひとりのキャリア発達を促す教育活動

の充実を図ります。 

 社会の形成者たる主権者として、社会で自立するための基礎的な能力や態度の育成に資

する取組みを推進し、社会参画意識や公共の精神などをはぐくみます。 

 

 成 果 指 標  

                                    教育指導課 

№ 指標 項目 
H27 末 H28 末 H30 末 H33 末 H29 末 達成 

（現状値） （現状値） （中間目標） （最終目標） （現状値） 状況 

8 

将来の夢や目標を持

っている児童生徒の

割合 

小 6 87.3% 85.9% 88.0% 90.0% 85.4% × 

中 3 71.3% 69.3% 75.0% 78.0% 68.9% × 

全国学力・学習状況調査 

9 

難しいことでも、失敗

を恐れないで挑戦し

ている児童生徒の割

合 

小 6 74.8% 75.1% 76.0% 77.0% 74.4% × 

中 3 70.2% 69.5% 71.0% 73.0% 71.0% ◎ 

全国学力・学習状況調査 

10 

地域や社会をよくす

るために、何をすべき

かを考えることがある

児童生徒の割合 

小 6 46.1%  ― 47.0% 48.0% 42.7% × 

中 3 32.3%  ― 33.0% 35.0% 30.4% × 

全国学力・学習状況調査 
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№ 達成状況に対する説明 今後の取組み等 

8 

・「わかる授業」、キャリア教育の充実を推進していますが、

学習の理解度の差を解消するための個別の支援や、将来

について考える指導の充実が必要です。 

・引き続き、児童生徒が将来の夢や希望を

持つことにつながる「わかる授業」、キャ

リア教育の充実を推進します。 

9 

・児童生徒の力にあった、挑戦を励まし認める指導を推進

してきましたが、さらに個々の目標に沿ったスモールス

テップでの支援が必要です。 

・引き続き、学校生活全体を通して、各自

が目標を持って日々の課題に取り組むと

ともに、それぞれの児童生徒の力に合っ

た、挑戦を励まし認める指導を推進しま

す。 

10 

・学習活動を始め、学校生活全体を通して、発達段階に応

じて自分の役割を考えて行動する意識の醸成が必要で

す。 

・引き続き、周りに目を向け、その中での

自分の役割を考える力を育てます。 
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 アクションプランの進捗

成 果 指 標 

 

                 教育指導課、保健体育課、選挙管理委員会、こども企画課 

№ 事業名 
新規・拡充

項目、継続 

H27 末 H28 末 H30 末 H33 末 H29 末 進捗 

（現状値） （実績） （中間目標） （最終目標） （実績） 状況 

1 

社会ニーズに応

じたキャリア教

育の推進 

支援体制

の構築 
検討 継続 

・協議会の

設置 

・指針策定 

産学官連携

事業の展開 
継続 順調 

教育内容

の充実 

指導計画の

検討 
継続 

教員用ガイ

ドブック作

成 

学習活動の

展開 
継続 順調 

2 
移動教室の実

施 
継続 継続 継続 継続 継続 継続 順調 

3 
農山村留学の

実施 
継続 継続 継続 継続 継続 継続 順調 

4 
自然教室の実

施 
継続 継続 継続 継続 継続 継続 順調 

5 子ども議会 継続 継続 継続 継続 継続 継続 順調 

6 

小・中学生の社

会参画意識の

育成 

小学校模

擬選挙 
16 校 16 校 18 校 18 校 18 校 順調 

7 生徒会交流会 継続 継続 継続 継続 継続 継続 順調 

8 

高校生の社会

参画意識の育

成 

政治的教

養の育成 

・副読本等

を活用した

授業の実施 

・選挙事務

従事の実施 

継続 

・年間指導

計画の位置

付け 

・選挙事務

従事の拡充 

・授業の継

続 

・選挙事務

従事の継続 

継続 順調 

9 
こども・若者の力

ワークショップ 
継続 継続 継続 継続 継続 継続 順調 
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№ 主な成果と考察 今後の取組み等 

1 

・キャリア教育連携推進会議の開催を継続するとともに、業

界団体や産業系専門高校の学校訪問を実施し、進路指導学

習の充実を図りました。 

・引き続き、キャリア教育連携推進会

議を開催し、職場体験の進め方等、今

後のキャリア教育の課題について検

討し、本市におけるキャリア教育の推

進を図ります。 

2 

・千葉市少年自然の家が作成したプログラムを活用すること

で、初めての宿泊活動ではあるが、「人間関係づくり」「集

団生活におけるルールづくり」「豊かな自然体験」等充実し

た体験活動を行うことができました。 

 

・感染症やアレルギー対策について、

少年自然の家と連携し、予防に努めま

す。また、各学校が様々な季節に利用

できるようローテーションを行い、実

施時期を決定していきます。 

3 

・千葉県内の自然の家等を利用し、豊かな自然の中で様々な

体験活動を行うことで、地域の人や仲間とのかかわりを通

して、思いやりの心や社会性が育つとともに、千葉市のよ

さを再確認することができました。 

・キャリア発達の視点や保護者や学校

負担などの視点から宿泊体験活動を

見直し、推進していきます。 

 

4 

・豊かな自然を体験するとともに、友達と寝食を共にするこ

とで、より人間的なふれあいが深まり、協力や協調の大切

さ、責任感、実行力等が身についています。また、友達と

の信頼関係が築かれ、帰校後の望ましい学校生活へとつな

がっています。 

・小中学校全体を見据えた今後の体験

学習（移動教室・農山村留学・自然教

室）の在り方を検討します。 

・平成３１年度以降は、群馬県赤城青

少年交流の家、福島県那須甲子青少

年自然の家の２施設で実施し、効果

検証を行います。 

5 

・自分の住んでいる市を子どもなりに自分の力でよりよいも

のにしたいと考え、積極的に市政に参加していこうとする

姿勢が育まれました。 

 

・子ども議会では、引き続き、子ども

視点で捉えた活動をすることが重要

であると考えます。テーマを決め、提

案をするにあたり子どもならではの

発想を生かしていきます。 

6 

・主権者教育の重要性が認識され、小学校からの応募が増加

したほか、児童・生徒にとって、架空の候補者の公約を基

にした模擬選挙の体験から、普段の生活や街づくりなど、

身近な問題を考える機会の場が創出できました。 

 

・平成 27 年 6 月に公職選挙法が改正さ

れ、選挙権年齢が 18 歳へ引下げられ

たことから、小・中のそれぞれの段階

での政治意識の醸成を図っていきま

す。 

7 

・他校の取組について情報交換をすることで、更に生徒会活

動を発展していきたいという姿勢が育まれました。 

・引き続き、新たな取組や活動につい

ての情報交換を行い、各校の生徒会活

動を発展させるとともに、自治意識を

醸成させていきます。 
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№ 主な成果と考察 今後の取組み等 

8 

・選挙事務従事の実施については、将来を担う子ども達に早

い段階から民主主義の重要性やその根幹をなす選挙の役割

などを知ってもらい、若年層の政治への関心や投票に対す

る意識を高める取組みとして、一定の成果を上げています。 

・選挙事務従事の実施については、主

権者教育の一環として、市内他校の参

加も検討していきます。 

 

9 

・平成 29 年度に実施したワークショップのうちの一つ、「キ

ャラクター弁当を企画して、千葉市の魅力を広めよう！」

では、加曽利貝塚の特別史跡指定を記念して、かそりーぬ

を活かした「貝づくし弁当」を企画し、市内の弁当業者の

協力を得て実際に販売も行いました。ワークショップへの

参加を通じて、社会参画の機会を提供し、子どもたちの意

見をまちづくりに反映していくことで、将来、積極的に社

会に参画する大人へと成長していくことが期待できます。 

・こども・若者の力ワークショップに

ついては、今後も継続的に実施しま

す。 
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３ 健やかな体を育てる 

 

 3-1 心身の健康の保持増進 

 

 施策の方針  

 

 生涯にわたって自ら健康で安全な生活を営む力の育成に向けて、病気やけがの予防、心

の健康、薬物乱用などに関する正しい知識の習得をはじめとする学校保健の充実ととも

に、家庭との連携を図り、適切な生活習慣の確立を図ります。 

 本市の学校教育における魅力の一つである学校給食を「生きた教材」として活用し、食

に対する正しい知識や望ましい食習慣を身に付けさせる食育＊を推進します。 

 

 成 果 指 標  

                                       保健体育課 

№ 指標 項目 
H27 末 H28 末 H30 末 H33 末 H29 末 達成 

（現状値） （現状値） （中間目標） （最終目標） （現状値） 状況 

11 
朝食を必ず食べる児

童生徒の割合 

小 90.8% 89.6% 98.0% 100.0% 90.1% × 

中 87.6% 87.1% 95.0% 100.0% 87.9% △ 

千葉市教育委員会保健体育課調べ 

12 

１２歳児（中学１年生）

で、むし歯のない生

徒の割合 

  67.3% 68.4% 70.0% 75.0% 69.4% ○ 

千葉市学校保健統計 
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№ 達成状況に対する説明 今後の取組み等 

11 

・朝食をテーマとして、栄養教諭のモデル授業を行ったこ

とで、これを参考に各学校の実態に合わせた取組みを行

いました。このことにより、学校全体の意識が高まり、

毎日朝食を食べる児童生徒の割合が増加しました。 

・今後も、継続した指導により、学校の

実態に合わせた朝食指導について計画

的に取り組み、児童生徒だけでなく、

保護者の関心も高め、朝食喫食率を高

めます。 

12 

・歯科衛生士による口腔衛生指導、学校歯科医による歯と

口の健康つくり啓発事業等を行っています。また、各学

校においても歯磨き指導を行っているため、児童、保護

者の関心が高まり、むし歯のない生徒の割合は年々高く

なっています。 

（全国平均：62.7%、千葉県平均：65.7%） 

・今後も、事業の継続により、歯磨きの

啓発に取り組み、児童生徒及び保護者

の関心を高めていきます。 
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 アクションプランの進捗

成 果 指 標 

 

                                        保健体育課 

№ 事業名 
新規・拡充

項目、継続 

H27 末 H28 末 H30 末 H33 末 H29 末 進捗 

（現状値） （実績） （中間目標） （最終目標） （実績） 状況 

1 健康教育の充実 
リーフレッ

ト配布 
検討 

各部で実践をし

ているが、リーフ

レットの作成に

ついて検討中 

作成 改訂 

リーフレット作

成に向け、各部の

取り組み内容に

ついて整理 

順調 

2 
歯と口の健康づく

りの推進 

啓発方法

等の改善 
― 継続 

各種データ

分析 

ワーキング

グループよ

り提言 

改善された

啓発方法の

実施 

継続 順調 

3 
学校給食・食育の

充実 
継続 継続 継続 継続 継続 継続 順調 

4 
こてはし学校給食

センターの再整備 
継続 継続 継続 継続 継続 供用開始 達成 

 

                                               保健体育課 

№ 主な成果と考察 今後の取組み等 

1 

・児童生徒が自分の健康・安全について興味・関心をもて

るような実践や活動を、保健主事部会、安全教育主任部

会等、各部の主任会で報告しています。 

・各部会で重視している活動を整理し、各

部会と連携しながらリーフレットの素案

作りを進めます。 

2 

・歯科医師の専門的な見地による指導の結果、児童生徒が

口腔衛生に対して関心を持ち、積極的な歯科保健行動へ

とつながっています。 

・平成３０年度には、これまでの成果と課

題をもとに、教育委員会と歯科医師会と

で、歯と口の健康つくり啓発事業の内容

について見直し、今後の指導方法を検討

していきます。 

3 

・全ての小中学校において、食に関する指導の全体計画を

作成し、給食の時間はもとより、生活科や家庭科等の教

科においても各教科の特性を生かした指導を取り入れ、

学校教育全体の中で食育を進めています。 

・栄養教諭が食育推進者として、「食に関す

る指導の全体計画」に基づき、学校だけ

でなく、家庭や地域と連携した食育活動

を推進していきます。 

4 

・平成 29 年 4 月に、こてはし学校給食センターの建替え

供用が開始し、3 センター体制による学校給食センター

再編整備が完了しました。 

・花見川区を中心とした中学校１４校に、

安全安心な学校給食を安定的に提供して

いきます。 
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 3-2 体力の向上 

 

 施策の方針  

 

 スポーツの魅力や楽しさを感じる機会を創出することにより、生涯を通じて運動に親し

むための基礎を培うとともに、自ら積極的に心身の健康と体力の向上を図る資質や能力

をはぐくみます。 

 本市の子どもの体力が全国平均以上の傾向を維持し、さらに向上するように、学校行事

や運動部活動を含めた教育活動全体を通じて、学校体育の充実を図ります。 

 

 

 

                                    保健体育課 

№ 指標 項目 
H27 末 H28 末 H30 末 H33 末 H29 末 達成 

（現状値） （現状値） （中間目標） （最終目標） （現状値） 状況 

13 

体力・運動能力調査

において、各学年・男

女別・種目で全国平

均を上回る割合 

小男子 81.2% 70.8% 91.6% 95.8% 75.0% × 

小女子 93.7% 91.7% 97.9% 100.0% 75.0% × 

中男子 58.3% 37.5% 66.6% 75.0% 87.5% ◎ 

中女子 58.3% 75.0% 79.1% 87.5% 100.0% ◎ 

全国体力・運動能力、運動習慣等調査 

14 
１週間の総運動時間

が６０分以上の割合 

小 5男子 94.6% 94.6% 95.6% 96.7% 93.8% × 

小 5女子 89.6% 90.3% 91.8% 94.5% 89.6% △ 

中 2男子 91.6% 92.7% 92.0% 92.7% 93.0% ◎ 

中 2女子 80.5% 80.6% 81.7% 84.5% 82.5% ◎ 

全国体力・運動能力、運動習慣等調査 

 

 

 

 成 果 指 標  
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№ 達成状況に対する説明 今後の取組み等 

13 

・小学校男女共に、「握力」と「ソフトボール投げ」で全

国平均を下回ったものの、その他６種目で全国平均を上

回ることができました。 

・中学校女子は、８種目すべてで全国平均を上回ることが

できました。 

・中学校男子は、握力で全国平均を下回ったものの、その

他 7種目で全国平均を上回ることができました。 

・体育・保健体育学習や学校行事、運動部

活動を含めた教育活動全体を通じて、学

校体育の充実を図り、体力の向上を目指

します。 

14 

・小５男女で、１週間の総運動時間 60 分以上の割合が、

昨年度よりも微減していますが、全国平均と比較すると

若干上回っています。 

・中２男女では、１週間の総運動時間 60 分以上の割合が、

昨年度よりも微増しています。全国平均と比較すると、

中２男子では若干下回り、中２女子では若干上回ってい

ます。 

・体育・保健体育学習や学校行事、運動部

活動を含めた教育活動全体を通じて、学

校体育の充実を図り、運動が好きな子ど

もの育成を目指します。 
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 アクションプランの進捗

成 果 指 標 

 

                                    保健体育課 

№ 事業名 
新規・拡充

項目、継続 

H27 末 H28 末 H30 末 H33 末 H29 末 進捗 

（現状値） （実績） （中間目標） （最終目標） （実績） 状況 

1 

運動習慣を身に

付けるための取

組み 

運動習慣

定着に向

けた取組

み 

各学校で独

自の取組み

を実施 

体育・保健体育に

おけるオリパラ

教育検討委員会

の設置について

検討 

各学校で独自の

取組みを実施 

ワーキング

グループ設

置・検討 

モデル実施 

全校実施 

体育・保健体育に

おけるオリパラ

教育検討委員会

の設置 

モデル校（小中各

7 校）でモデル授

業を実施 

順調 

2 
アスリート交流

事業 

小学校に

おける障

害者アスリ

ートとの交

流 

実施率：6％ 
延べ実施

率：22％ 

延べ実施

率：50％ 

延べ実施

率：100％ 

延べ実施

率：36％ 

順調 

千葉ロッテ

マリーンズ

ベースボ

ールチャレ

ンジ 

年間：20 校 年間：15 校 年間：23 校 年間：26 校 年間：15 校 

ジェフユナ

イデッド市

原・千葉お

とどけ隊 

年間：93 校 年間：94 校 年間：94 校 年間：95 校 年間：94 校 

3 

体力・運動能力

調査、県運動能

力証、市運動能

力検定の実施 

継続 継続 継続 継続 継続 継続 順調 

4 
小学校各種体

育大会の開催 
継続 継続 継続 継続 継続 継続 順調 

5 

中学校運動部

活動指導者の

派遣 

継続 継続 継続 継続 継続 継続 順調 
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№ 主な成果と考察 今後の取組み等 

1 

・スポーツの多様性を理解し、より運動が好きな児童生

徒を育成するとともに、オリンピック・パラリンピッ

クに対する関心を高め、主体的にスポーツに関わる児

童生徒を育成するために、体育・保健体育におけるオ

リパラ教育検討委員会を設置し、モデル校においてパ

ラスポーツを実施しました。 

・モデル校における実践内容をまとめた報告集を作成し、

市立全校に配布しました。 

・体育・保健体育の授業におけるパラスポー

ツ等の実施を市立全小中学校で実施しま

す。 

・体育・保健体育におけるオリパラ教育検討

委員会での検討を継続するとともに、実践

重点校及びモデル校においてパラスポー

ツを実施し、指導方法等を深めていきま

す。 

2 

・アスリート交流事業により、児童生徒のパラスポーツ

に関する理解や興味関心が高まり、仲間と関わって運

動することの楽しさを味わいました。また、教員が、

指導方法を学ぶことができました。 

 

 

・2020 年までに障がい者アスリートの学校

訪問を、市立全小中学校で実施します。 

・「ロッテマリーンズベースボールチャレン

ジ」の実施校を増やしていきます。 

・ジェフユナイテッド市原・千葉の「おとど

け隊」は、希望する全小学校での実施を継

続していきます。 

3 

・体力・運動能力調査、県運動能力証、市運動能力検定

の実施により、児童生徒一人一人が、自分の体力を知

るとともに、体力向上に向けた意識を高めることがで

きました。 

・体力調査の結果を活用しながら、全小中学

校で体力向上に取り組んでいきます。 

4 

・小学校体育の発表の場として、児童の運動への関わり

を深めながら、運動により親しませるとともに、他校

との体育活動の交流を通して、心身の健全な発達と、

児童相互の望ましい人間関係の育成を図っています。 

・関係団体と連携して、職員の審判講習会な

ど資質の向上を図り、今後も、全小学校が

参加する大会を開催していきます。 

5 

・中学校運動部活動指導者の専門的な技術指導により、

部活動の充実が図られました。また、専門以外の顧問

の負担を軽減することができました。 

・中学校部活動指導者の派遣対象を文化部に

拡大し、年間の派遣数も増やしていきま

す。 
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４ 子どもの学びを支える環境を整える 

 

 4-1 安全・安心な教育環境の確保 

 

 施策の方針  

 

 子どもの学習・生活の場として、安全で安心な環境であり続けるために、学校施設・設

備の一層の充実を図るとともに、地域の避難場所であるという側面も考慮し、安全に配

慮した防災機能の強化を進めます。 

 安全・安心な学校づくりに向けて、登下校時の安全管理や事故、災害、不審者の発生等

の緊急時における危機管理体制を確立するとともに、家庭・地域・関係機関との連携・

協働をより一層高めます。 

 危険に際して自らの安全を守り抜くための「主体的に行動する力」を育成するとともに、

共助＊・公助の視点から安全で安心な社会づくりに貢献する意識を高めるため、学校安

全に関する教育の充実を図ります。 

 

 成 果 指 標  

                                  学事課、学校施設課 

№ 指標 
H27 末 H28 末 H30 末 H33 末 H29 末 達成 

（現状値） （現状値） （中間目標） （最終目標） （現状値） 状況 

15 

学校での子どもの安

全が守られていると

感じている市民の割

合 

61.7% ― 

※１ 

63.0% 65.0% ― 

※２ 
―  

（26 年度末） （29 年度末）     

市民１万人のまちづくりアンケート 

16 
学校セーフティウォッ

チャーの登録者数 

26,855 人 26,469 人 30,000 人 30,000 人 25,800 人 × 

（26 年度末）          
  

千葉市教育委員会学事課調べ 

※１「市民１万人のまちづくりアンケート」は３年に１回の実施のため、H28 末現状値は未定 

※２「市民１万人のまちづくりアンケート」の見直しに伴いアンケート未実施のため、H29 末現状値は未定 
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№ 達成状況に対する説明 今後の取組み等 

15 

※「市民１万人のまちづくりアンケート」の見直しに伴い

アンケート未実施のため、現状値が未定であり達成状況

を確認できません。 

 計画の見直しのなかで、数値データの収集手段等を検討

します。 

※引き続き、関連するアクションプランを

推進します。 

16 

・各学校より保護者会や地域の団体に参加を呼びかけてい

ますが、児童生徒数の減少や地域の方の高齢化により登

録者が減少する学校が増えています。 

・9年間継続的に活動した学校セーフティウォッチャーを

表彰する制度に基づき、３回目の表彰を実施しました。 

・登録者の拡充に向け、保護者会等への働

きかけを強化するとともに、地域との連

携を深め、地域全体で見守る意識を高め

ていきます。 
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 アクションプランの進捗

成 果 指 標 

 

                      学校施設課、学事課、健全育成課、保健体育課 

№ 事業名 
新規・拡充

項目、継続 

H27 末 H28 末 H30 末 H33 末 H29 末 進捗 

（現状値） （実績） （中間目標） （最終目標） （実績） 状況 

1 

学校施設の環

境整備（老朽化

対策） 

外壁改修 11.3% 21.3% 31.3% 44.7% 26.0% 

遅れ 

大規模改修 ― 0.0% 3.3% 20.4% 1.3% 

2 
学校防犯対策

の推進 

学校防犯カ

メラシステム

の設置 

37.4% 39.2% 56.1% 100.0% 41.5% 順調 

3 
学校セーフティ

ウォッチの推進 
継続 継続 継続 継続 継続 継続 順調 

4 
こども 110 番の

いえ 
継続 継続 継続 継続 継続 継続 順調 

5 
学校安全に関す

る教育の充実 

小・中学校

におけるブラ

インド型避

難訓練の実

施 

63.0% 67.7% 72.0% 80.0% 69.7% 順調 
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№ 主な成果と考察 今後の取組み等 

1 

・外壁改修については、ほぼ順調に進捗しており、外壁剥落

の危険性のある学校施設の解消が進んでいます。事業の進

捗状況として「遅れ」となったのは、大規模改修について、

国費の採択が当初の想定を下回ったため、事業量の見直し

を行ったためです。 

・学校施設の環境整備（老朽化対策）

においては、著しい劣化等もあり事業

費が増加しているが、喫緊の課題とし

て捉え、早期改善を目指します。 

2 

・防犯カメラ設置により、敷地内・校舎内への侵入等が約 85％

減少したとの報告もあり、設置校の安全確保がより強化さ

れています。 

・防犯カメラシステム全校設置を目指

しており、今後も学校の安全・安心を

推進します。 

3 

・学校セーフティウォッチ事業の取組みは、登録者数では減

少傾向が見られるものの 2 万 5 千人以上の方に協力をいた

だき、子どもの見守りによる安全が図られています。また、

児童生徒数の減少を考慮し、表彰制度や講習会を活用しな

がら推進しています。 

・学校セーフティウォッチャーの高齢

化等の問題解決に向け、更なる周知に

より保護者・地域の方の登録者数増を

目指します。 

 

4 

・健全育成課及び各中学校区青少年育成委員会による事業の

周知等の取組みを行った結果、こども 110 番のいえが、平成

29 年度の登録件数は 10,322 件（うち新規登録 302 件）とな

りました。 

・引き続き各中学校区青少年育成委員

会を中心に地域に対し登録依頼をす

るとともに、地域の子どもたちにこど

も 110 番のいえの周知を行っていき

ます。 

5 

・ブラインド型避難訓練の実施校は確実に増加してきていま 

す。また、毎年実施することで、児童生徒の自ら安全を確

保しようとする意識の向上が期待できます。  

・今後も機会あるごとに、研修の必要

性を説明していくとともに、児童生徒

が自ら考えて行動できる避難訓練が

できるよう、訓練前後の学習の充実を

図ります。 
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 4-2 魅力ある学校づくりの推進 

 

 施策の方針  

 

 良好で質の高い学びを実現する教育環境を目指し、児童生徒が日常の大半を過ごす学校

施設の環境整備や教材・教具等の充実を進めます。 

 少子化の進展に伴い、本市においても小・中学校ともに本格的な児童生徒の減少時代を

迎えるにあたり、良好な教育環境を整え、教育の質の向上を図るために、学校規模の適

正化に取り組むとともに、規模に応じた適切な支援を進めます。 

 子どもの成長に応じた質の高い学びに向けて、幼保・小・中・高と各学校段階間の円滑

な連携・接続を推進するとともに、学びの連続性を重視した体系的な教育を進めます。 

 

 成 果 指 標  

                                     教育指導課 

№ 指標 
H27 末 H28 末 H30 末 H33 末 H29 末 達成 

（現状値） （現状値） （中間目標） （最終目標） （現状値） 状況 

17 

こどもが、学校でいき

いきと学び、心身とも

に健やかに成長して

いると感じる市民の

割合 

77.4% ― 

※１ 

78.0% 
80.0% 

― 

※２  
―  

（26 年度末） （29 年度末） 

市民１万人のまちづくりアンケート 

※１「市民１万人のまちづくりアンケート」は３年に１回の実施のため、H28 末現状値は未定 

※２「市民１万人のまちづくりアンケート」の見直しに伴いアンケート未実施のため、H29 末現状値は未定 

 

 

№ 達成状況に対する説明 今後の取組み等 

17 

※「市民１万人のまちづくりアンケート」の見直しに伴い

アンケート未実施のため、現状値が未定であり達成状況

を確認できません。 

 計画の見直しのなかで、数値データの収集手段等を検討

します。 

※引き続き、関連するアクションプランを

推進します。 
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 アクションプランの進捗

成 果 指 標 

 

                学校施設課、企画課、教育指導課、幼保支援課、幼保運営課 

№ 事業名 
新規・拡充

項目、継続 

H27 末 H28 末 H30 末 H33 末 H29 末 進捗 

（現状値） （実績） （中間目標） （最終目標） （実績） 状況 

1 

学校施設の環

境整備（質的整

備） 

トイレ改修 ― 3.4% 34.4% 66.6% 14.9% 

遅れ 音楽室等

エアコン整

備 

― 

小学校   

0% 

小学校 

64.3％ 

小学校 

100％ 

小学校   

0% 

中学校 

 50% 

中学校 

100％ 

中学校 

100％ 

中学校 

  100％ 

特別支援学

校 100％ 

特別支援学

校 100％ 

特別支援学

校 100％ 

特別支援学

校 100％ 

2 
学校適正配置

の推進 

適正配置

の推進 

１地区の協

議継続 

花見川統合

小学校開校

準備 

 開校準備

完了 

花見川統合

小学校開校

（Ｈ29） 

見直し時に

設置 

千城台旭小

と南小の統

合決定 

花見川小学

校開校 
順調  

適正配置

実施方針

の見直し 

準備・検討 
 準備・検

討 

第３次学校

適正配置実

施方針策定 

運用 準備・検討 

3 
学校適正配置に

伴う施設改修 

統合に伴う

施設改修 
10 校 

11 校

78.57% 
14 校 

見直し時に

設置 

（適正配置

の状況に連

動） 

11 校

78.57% 

順調 
跡施設解

体・整備 
2 校 

4 校 

80% 
5 校 

5 校 

100% 

4 
幼保小連携・接

続の推進 
継続 継続 継続 継続 継続 継続 順調 

5 
小中一貫教育

の推進 

小中一貫

教育のモ

デル事業 

研究指定 

（小中連

携） 

継続 

研究指定 

（小中一

貫） 

小中一貫教

育モデル校

の設置 

継続 順調 

6 
中高連携教育

の推進 
継続 継続 継続 継続 継続 継続 順調  
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№ 主な成果と考察 今後の取組み等 

1 

・トイレ改修については、小・中学校・特別支援学校全体の

洋式化率が 46.8％（平成 28 年度末）から 50.6％（平成 29

年度末）に向上しています。 

・小・中学校の音楽室・特別支援学校へのエアコン設置につ

いては、平成 29 年度末に中学校への設置が完了しました。

小学校には、今後設置していきます。 

・学校施設の環境整備（質的整備）に

おいては、著しい劣化等もあり事業費

が増加しているが、喫緊の課題として

捉え、早期改善を目指します。 

2 

・花見川地区では、花見川小学校が開校しました。千城台地

区では、千城台旭小学校と千城台南小学校が統合すること

が決定しました。さらに、千城台北小学校と千城台西小学

校の統合が地元代表協議会において合意に至りました。 

・第３次学校適正規模・適正配置実施方針案については、学

校教育審議会での審議内容をふまえ、パブリックコメント

手続きを実施しました。 

・千城台地区では、千城台北小学校と

千城台西小学校の統合を決定すると

ともに、すでに決定している千城台

旭小学校と千城台南小学校の統合と

同様、それぞれに統合準備会を組織

し、開校に向けた準備を進めます。 

・第３次学校適正規模・適正配置実施

方針を策定し、新たな地区における学

校規模の適正化・適正配置の検討を進

めます。 

3 

・平成 29 年 4月に花見川小学校が開校しました。 

・学校適正配置に伴う施設改修については、市で策定してい

る実施方針に基づき、施設・設備の整備を進めています。 

・学校適正配置に伴う施設改修につい

ては、統合及び跡施設方針の決定がな

され次第、速やかに整備事業に着手で

きるよう、準備を進めます。 

4 

・近隣幼稚園・保育所と交流活動を実施し、共通理解を図る

とともに、平成 29 年度末までに全小学校でスタートカリキ

ュラムを作成し、学校教育への円滑な接続を図りました。 

・モデル実施園による幼保小の交流の取組などから、円滑な

幼保小接続に係る千葉市版アプローチカリキュラム作成の

手引きを作成しました。 

・幼保小の交流活動内容の工夫とスタ

ートカリキュラムの改善により、円

滑な接続を促していきます。 

・一層の幼保小連携接続に向けて、ア

プローチカリキュラム普及を図るほ

か、家庭と保護者向け啓発・支援の

取組を行っていきます。 

5 

・研究指定校の小中一貫教育の方向性について、共通理解を図

り、基本方針を策定しています。 

 

・平成 32 年 4月に、幸町第三小と幸町

第二中を小中一貫教育モデル校とし

てスタートさせるための準備を進め

ます。 

6 

・市立高等学校改革推進会議及び検討会議にて、改革の方向

性について検討を重ねました。 

・市立高等学校改革の方向性について、

学校教育審議会に諮問し、年度内に

答申を受ける予定です。 
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５ 信頼される教職員が子どもと向き合う環境を整える 

  

 5-1 教職員の資質・指導力の向上 

 

 施策の方針  

 

 質の高い教育実践を通して、家庭や地域からより信頼される学校づくりの構築に向け、

非常勤講師等の多様な人材を含め、幅広く意欲・資質のある教職員を計画的に採用しま

す。 

また、教員養成大学や教職大学院と連携し、より教育実践力を身に付けた学生の育成を

支援します。 

 教職員一人ひとりの資質・能力を総合的に向上させるために、経験年数等に応じた体系

的な研修や教育的ニーズに即した研修などに取り組むとともに、特に経験年数の短い若

手教員の育成と支援を進めます。 

 学校教育は教職員と児童生徒の人格的な触れ合いを通じて行われるものであることから、

教職員の心身の健康維持やモチベーションを維持向上させ、その能力を十分に活かせる

よう、適切な人事管理等を進めます。 

 

 成 果 指 標  

                                   教育指導課 

№ 指標 項目 
H27 末 H28 末 H30 末 H33 末 H29 末 達成 

（現状値） （現状値） （中間目標） （最終目標） （現状値） 状況 

18 
学校の勉強がよくわ

かる児童生徒の割合 

小 3 
90.6% 

90.6% 91.0% 92.0% 90.4% × 
（26 年度末） 

小 5 
86.7% 

87.9% 88.0% 90.0% 87.7% ○ 
（26 年度末） 

中 2 
68.4% 

69.4% 72.0% 75.0% 71.2% ○ 
（26 年度末） 

千葉市学力状況調査 
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№ 達成状況に対する説明 今後の取組み等 

18 

・小学校３年生、５年生ともに９割近くが「学校の勉強

がわかる」に対して、肯定的に回答しています。「わ

かる授業」に対して、各学校及び教職員が工夫・改善

した成果だと考えられます。一方で、学年が上がるに

つれ、肯定的な回答は減少しており、学習内容の増加

により、学校の勉強の理解が不十分であることがうか

がわれます。 

・「わかる授業」の実現へ向け、これまで以上

に授業の工夫・改善を行うとともに指導力

の向上を図っていきます。特に千葉市学校

教育の課題「２１世紀を拓く」の活用を推

進し、①目標を明確にし、学習活動を行う

こと、②見方・考え方を働かせて、思考力・

判断力・表現力等を育むこと、③ＰＤＣＡ

サイクルを意識して指導と評価の一体化を

図ることを柱とし、各教科等において課題

解決に向けた指導及び実践を行います。 
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           教育指導課、教育センター、養護教育センター、教育職員課 

№ 事業名 
新規・拡充

項目、継続 

H27 末 H28 末 H30 末 H33 末 H29 末 進捗 

（現状値） （実績） （中間目標） （最終目標） （実績） 状況 

1 
教職員研修の

充実 

若手教員向

け研修 
検討・企画 実施 実施 実施 実施 

順調 
学習指導要

領の改訂に

対応する研

修 

検討・企画 

（小学校英

語・道徳） 

実施 

学習指導要

領の改訂に

合わせて実

施 

学習指導要

領の改訂に

合わせて実

施 

実施 

2 
特別支援教育

研修の充実 

特別支援教

育研修の実

施 

受講者 

 1,527 人   

/年 

受講者 

 2,111 人 

/年 

受講者 

 1,670 人 

/年 

受講者 

 1,820 人 

/年 

受講者 

 2,132 人 

/年 

順調 

3 
小・中学校研究

校の指定 
継続 継続 継続 継続 継続 継続 順調 

4 
学校訪問指導

の実施 
継続 継続 継続 継続 継続 継続 順調 

5 

現場研究員制

度を活用したミド

ルリーダーの育

成 

継続 継続 継続 継続 継続 継続 順調 

6 
教職員ヘルシー

システムの充実 
継続 継続 継続 継続 継続 継続 順調 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 アクションプランの進捗

成 果 指 標 
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№ 主な成果と考察 今後の取組み等 

1 

・若手教員向け研修については、研修内容を見直し実施した

ことで、受講生による研修への満足度が各研修とも９０％

を超えました。また、専門研修を希望したうちの５９％が

１０年目未満の教員でした。さらに、「初任者研修」では、

受講者同士の横のつながりを強化し、メンタル面で支え合

えるよう配慮した研修日程を立てました。 

・学習指導要領改訂に対応する研修では、受講者のニーズに

応じた研修を実施することで、昨年度の専門研修（希望制）

は、申込者率が全体で４ポイント上昇しました。 

・教育的ニーズや社会の変化に則した

内容の研修を実施していきます。 

・受講者の校内研修に関して、学校訪

問を通してその実施状況や具体的な

成果や課題を把握し、今後の研修の

充実に向けた改善の方策を探る予定

です。 

2 

・研修受講者述べ総数 2,132 人、前年度比１％増となり、特

別支援教育を学ぶことへのニーズが維持されていることが

わかりました。 

・通常の学級に在籍する特別な支援が

必要な子どもへの適切な支援につい

て、より「実践力」を高めるための

研修を設定します。 

（受講率 35％ 講座充足率 100％） 

3 

・小・中学校研究校では、研究主任が中心となって校内研修

などを行い、全職員が研究内容や方法を理解して取り組ん

でいます。 

 

・校内研修を計画的に実施し、研究内

容や方法の確認と修正を進め、効果的

な研究になるようにしていきます。ま

た、研究内容や研究成果を発表する場

を設け、本市の教育水準の向上を図っ

ていきます。 

4 

・学校訪問指導により、校内研修等の充実及び、教職員の専

門性の向上を図ることができました。 

・学校訪問指導を通して、校内研修の

充実及び、教職員の指導力の向上を

図ります。 

5 

・現場研究員が勤務校の現状や課題を把握し、課題解明のた

めの調査方法、研究計画の立て方、研究の成果の検証など、

実践を通して理解することができました。また、研究の内

容・成果を各種研修会で紹介することができました。 

 

・本研究を通して、現場研究員が研究

の進め方を学び、研究成果を発表す

ることにより、自己の力量を高めて

いけるようにします。また、現場研

究員が、勤務校や本市においてミド

ルリーダーとして活躍する場や機会

を充実させていきます。 

6 

・学校職員のメンタルヘルス不全の一次予防として、メンタ

ルヘルス研修会や学校への巡回訪問を実施し、スクールカ

ウンセラーによる講話やリラクゼーション体験等を行いま

した。 

・精神疾患による教職員の長期休職を

未然に防止することを目的とした教

職員ヘルシーシステムについて、現

状の長期休職の取得状況やストレス

チェックの結果など参考に、研修内

容や実施方法を見直しながら、引き

続き学校職員のメンタルヘルス不全

の防止に努めます。 
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 施策の方針  

 

 教員とそれを支える多様な人材が連携し、チームとして学校運営に取り組む体制を着実

に整えることにより、教員の負担軽減を図り、教員が授業を中心とする教育活動に専念

し、子どもと向き合う時間を十分に確保できるようにします。 

 学校の教育力・組織力を向上させるため、多様な専門スタッフの配置を進めるとともに、

教職員一人ひとりの能力を活かすための適切な役割分担や、学校のマネジメント機能の

強化などを進めます。 

 学校教育活動の様々な場面で、多様な経験や専門性を持った地域住民をはじめとする外

部人材の活用を進め、地域や行政が学校運営を支える体制の強化を図ります。 

 平成２９年度（２０１７年度）に行われる県費負担教職員の給与負担等の権限移譲につ

いて、円滑な移行に向けた制度設計を実施するとともに、この機会を捉え、本市独自の

学校教育・学校運営体制により、教育目標の実現に向けた取組みを進めます。 

 

 

 成 果 指 標  

                                  教育職員課 

№ 指標 
H27 末 H28 末 H30 末 H33 末 H29 末 達成 

（現状値） （現状値） （中間目標） （最終目標） （現状値） 状況 

19 

様々な取組みが、子

どもと向き合う時間の

確保に有効であった

と感じる教員の割合 

 

70.8% 

 

 

74.7% 

 

 

85.0% 

 

 

95.0% 68.5% × 

（26 年度末 

参考値）  
      

千葉市教育委員会教育職員課調べ 

 

 

№ 達成状況に対する説明 今後の取組み等 

19 

・子どもと向き合う時間の確保のための取組みが有効だと

感じる教員の割合は、昨年度より数値は下がっています

が、これは、取組みが定着したことにより、前年度と比

較して、大きな変化を感じた教員が減少した結果と考え

られます。 

・数値目標を、感覚をはかるものから、具

体的な時間外勤務時間の縮減に切り替え

ていきます。当面は、一人当たりの月の

勤務時間外勤務時間を 10 時間縮減する

ことを目標とします。 

 5-2 「チーム学校」の実現 
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 アクションプランの進捗

成 果 指 標 

 

                 教育職員課、総務課、教育センター、保健体育課、学事課 

№ 事業名 
新規・拡充

項目、継続 

H27 末 H28 末 H30 末 H33 末 H29 末 進捗 

（現状値） （実績） （中間目標） （最終目標） （実績） 状況 

1 

「チーム学校」推

進委員会による改

革推進 

推進委員

会 
― 

「移譲に関

わる検討委

員会でワー

キンググル

ープ」の設

置及び検討 

上記検討に

基づく人員

配置 

推進委員会

設置 

ビジョン策

定 

推進事業の

実施 

「チーム学

校」推進委

員会設置 

順調 

2 
学校現場における

業務改善の推進 
業務改善 

「勤務負担

軽減検討

会」の提言

を実践 

業務改善検

討会設置 

「移譲に関

わる検討委

員会でワー

キンググル

ープ」の設

置及び検討 

上記検討に

基づく人員

配置 

業務改善方

針策定 

業務改善の

推進 

「チーム学

校」推進委

員会設置 

順調 

3 
情報教育機器の

充実（校務用） 

校務用ＰＣ

の整備 

整備率 

 84.7％ 

整備率 

 84.7％ 

整備率 

 96.4％ 

整備率 

 100％ 

整備率 

 84.7％ 
遅れ 

4 

学校給食費の公

会計化と「公金・

準公金管理システ

ム」の整備 

管理シス

テムの整

備 

検討 検討 運用 運用 検討 順調 

5 

給与負担等の移

譲に伴う制度の設

計と改善 

小・中学校

の学級編

制及び教

員配置 

方針決定 基準決定 

少人数学級

の拡大と柔

軟な教員配

置 

運用 運用 

順調 

非常勤職

員配置事

業 

各種既存事

業の見直し

について方

針決定 

見直し完了 新制度実施 実施 新制度実施 
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№ 主な成果と考察 今後の取組み等 

1 

・平成２９年度より、チーム学校推進委員会において、学

校現場における業務改善を推進するための取組みとし

て、教員の勤務時間縮減に向けた検討を行うこととしま

した。 

・推進委員会内に５つのワーキンググループを設置し、サ

ポートスタッフの増員や閉庁日、閉庁時間の設定、自動

応答メッセージ機能付き電話の導入など具体的な提案が

なされました。 

・学校における働き方改革プランおよび運

動部活動ガイドラインを策定し勤務時

間縮減を推進します。 

・ワーキンググループの提案をもとに、具

体策実現に向けて調査等を行います。 

・教員の事務的作業を補助するスクールサ

ポートスタッフをモデル的に配置しま

す。 

2 

・教員の勤務時間縮減に向けて、チーム学校推進委員会で

検討し、５つのワーキンググループを設置しました。 

・ワーキンググループからは、サポートスタッフの増員や

閉庁日、閉庁時間の設定、自動応答メッセージ機能付き

電話の導入など具体的な提案がなされました。 

（これまで学校現場における業務改善の推進について検

討を行ってきた「業務改善検討会」については、チーム

学校推進委員会に統合しました。） 

・学校における働き方改革プランおよび運

動部活動ガイドラインを策定し勤務時

間縮減を推進します。 

・ワーキンググループの提案をもとに、具

体策実現に向けて調査等を行います。 

・教員の事務的作業を補助するスクールサ

ポートスタッフをモデル的に配置しま

す。 

3 

・校務用の情報機器について、整備率として進捗は認めら

れませんが、現行システムに対する最低限の修繕を行う

ことで更新時期が遅れることに対応するとともに、平成

32 年 1 月の次期システムの更新に向け、「千葉市教育情

報ネットワーク整備計画」の策定を行いました。 

・次期システムの平成 32 年 1 月の正式稼

働をめざし、「千葉市教育情報ネットワ

ーク整備計画」に基づいて、情報経営部

と連携して調達・契約・設計・システム

構築を行います。 

4 

・学校給食費の公会計化については、平成 30 年 4月からの

運用開始に向けて、平成 29 年度中に給食費を徴収するシ

ステムを構築しました。 

・学校給食費（公金）と学校徴収金（準公金）を一括徴収・

管理することで、保護者の負担軽減と利便性の向上を図

っています。学校においては、事務処理方法の統一化が

図られ、指導業務時間の確保も図られています。 

・学校給食費の公会計化については、制度

の適切な運用を図り、給食費の徴収管理

を行います。 

・平成 30 年 4 月より稼働の「公金・準公

金一括・徴収管理システム」の構築、研

修等を行うとともに、学校徴収金ソフト

の改良や事務処理手順の明確化にも取

り組みます。 

5 

・平成２８年度に決定した小・中学校の学級編制基準及び

教員配置基準に従って少人数学級を拡大したことによ

り、児童に対するきめ細かな対応がより可能となりまし

た。 

・非常勤講師についても、制度を見直したことにより、よ

り効果的な配置をすることができました。 

・今後、少人数学級編制の効果検証を行い、

更なる拡大に向けて検討を進めていく

予定です。 
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６ 多様な教育的支援の充実を図る 

 

 施策の方針  

 

 障害のある子どもと障害のない子どもが、ともに学ぶことができるよう交流及び共同学

習を推進します。 

 特別な教育的ニーズのある子どもが自立し社会参加していくために、教育環境を整える

とともに、その年齢や能力、かつ特性を踏まえた十分な教育と支援の充実を図ります。 

 各学校における支援体制を充実させるとともに、指導にあたる教職員の専門性と資質・

能力の向上を図ります。 

 早期からの教育相談や就学相談の充実とともに、個に応じた教育支援計画を作成し、福

祉や医療等の関係機関との連携を図り、継続性、一貫性のある指導・支援の充実を図り

ます。 

 

 

教育支援課 

№ 指標 
H27 末 H28 末 H30 末 H33 末 H29 末 達成 

（現状値） （現状値） （中間目標） （最終目標） （現状値） 状況 

20 

小・中学校における

特別支援学級の個別

の教育支援計画作成

の割合 

39.1% 84.4% 85.0% 95.0% 95.3% ◎ 

千葉市教育委員会教育支援課調べ 

21 

「卒業を見通した連続

性のある教育が行わ

れている」と答える特

別支援学校の保護者

の割合 

67.6% 76.6% 80.0% 90.0% 

 

75.0% 

 

△ 

千葉市教育委員会教育支援課調べ 

 

 

 

 

 

 

 

 6-1 特別支援教育の充実 

 成 果 指 標  
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№ 達成状況に対する説明 今後の取組み等 

20 

・昨年度に引き続き、特別支援学級等担当者研修会、特別

支援教育コーディネーター研究協議会等で呼びかける

とともに、管理職、教務主任、養護教諭にも呼びかける

ようにしたため、個別の教育支援計画を策定する学校が

増えました。 

（千葉県平均８６．２％  全国平均８４．８％） 

・幼保版で作成された個別の教育支援計画

を、小学校へ引き継ぎ活用へとつなげて

いきます。また、養護教育センターにお

いて、教育支援計画の作成方法の説明会

を開催します。 

21 

・昨年度から引き続き、保護者を対象とした進路説明会や

学習会等を年間計画の中に位置づけ、卒業後を見通した

取組みを計画的に行っているものの、平成 28 年度末よ

りも 1.6 ポイント減少しています。数値としては下がっ

ているが現状維持と捉え、今後も卒業後を見通した教育

との関連を説明するように努めます。 

・進路指導を充実させ、本人保護者との意

思疎通を繰り返しながら指導をしていく

ことで、理解を得られるようにします。

また、保健福祉局と情報共有し、保護者

に正確な情報が伝わるようにします。 
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 アクションプランの進捗

成 果 指 標 

 

                            教育支援課、養護教育センター 

№ 事業名 
新規・拡充

項目、継続 

H27 末 H28 末 H30 末 H33 末 H29 末 進捗 

（現状値） （実績） （中間目標） （最終目標） （実績） 状況 

1 

インクルーシブ

教育システムの

理解促進 

新実施方

針策定 

インクルー

シブ教育シ

ステムモデ

ル事業実施

（1小 1中） 

継続 
新実施方針

策定 

新実施方針

運用 
継続 順調 

2 

特別支援教育

のサポート体制

の整備 

特別支援

教育指導

員 

35 人 35 人 40 人 40 人 35 人 

順調 
特別支援

教育介助

員 

5 人 5 人 15 人 15 人 5 人 

3 
特別支援学級

等の設置 

特別支援

学級の設

置 

小：74.1％ 小：81.3％ 小：83.0％ 小：89.3％ 小：82.9％ 

順調 
中：60.0％ 中：65.5％ 中：72.7％ 中：83.6％ 中：74.5％ 

4 

障害のある子ど

もの自立を支え

る体制強化 

継続 継続 継続 継続 継続 継続 順調 

5 

障害のある幼

児・児童生徒の

就学支援 

継続 継続 継続 継続 継続 継続 順調 

6 
長柄げんきキャ

ンプの実施 
継続 継続 継続 継続 継続 継続 順調 
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№ 主な成果と考察 今後の取組み等 

1 

・インクルーシブ教育システムの理解が進み、特別支援学校

の居住地校交流は微増ではあるものの、継続して実施され

ています。また、学校間交流では、長年継続して実施いる

ものに加え、新たに開拓しているものもあります。通常の

学級との交流及び共同学習では、一人一人の実態に応じた

交流を行うようにしています。 

・インクルーシブ教育システムの理解

促進のため、交流を進めるためのマ

ニュアル等の作成の検討や、通常の

学級と特別支援学級のねらいの明確

化と共通理解の促進、双方にメリッ

トがある交流及び共同学習を進めま

す。 

2 

・特別支援教育介助員に関するアンケート調査によると、学

校・保護者ともに「大変満足」「満足」で、おおむね１００％

となっています。介助員の評価では高い数値が得られてい

る一方で、「対象児とのコミュニケーションの取り方や距離

感の掴み方」「学校、保護者との情報共有の仕方」等に対し

て悩みを抱えている介助員もおり、今後の課題といえます。

事業運営については、平成 29 年度は 5校 8 人の児童に配置

しましたが、介助員１人が複数校勤務する体制で本事業を

展開していることもあり、介助員不在時に学校の負担が生

じたケースが依然として多く見受けられます。 

・特別支援教育においては、すべての対象児童生徒に対して

個別の指導計画の作成が行われ、指導員と連携して指導・

支援を行うことで、学習態度や対人関係、社会性において

改善が見られました。また、後期配置からは個別の教育支

援計画を作成し、年度をまたいで支援体制の継続が図られ

るようにしました。さらに、特別支援教育指導員の配置が

学級担任の心理面・指導面での支えとなり、学校経営の面

でも改善が見られました。 

・特別支援教育指導員については、配

置希望数が 70 名を超える状況のた

め、できるだけ多くの学校に配置でき

るよう、平成 30 年度より 40 名に指導

員数を増員します。また、すべての希

望校に学校訪問相談員または指導主

事が訪問を行い、本人及び学校支援体

制の適切な現状把握を行い、指導効果

をかんがみて合理的な配置を行いま

す。未配置校についても、要請訪問や

担任に対するトワイライト相談、各種

の研修参加等により、必要な指導・助

言を行います。さらに、新規の雇用が

増えている現状から、指導員研修（ケ

ース検討及び発達障害の理解講習等）

の充実を図ります。 

・特別支援教育介助員については、対

象児・生徒の障害が多岐にわたるた

め、知的障害や医療ケアが必要な児童

生徒について正確に実態を把握し、支

援していく必要があります。今後も本

事業へのニーズが高まることが予想

されるため、人員を増員して対応して

行きます。また、学校、保護者、介助

員、行政の連携を密に取り、それぞれ

の対象児・生徒に必要な支援を検討し

ながら、効果的な事業運営を目指しま

す。 

3 

・保護者や学校からの要望に対応し、特別支援学級等の設置

準備を進めました。 

（参考）平成 30 年度特別支援学級等設置校数 

小学校 92 校、中学校 41 校。 

合計 133 校（設置率 80.1％） 

・今後も保護者や学校の希望を反映さ

せながら、特別支援学級・通級指導教

室設置検討会議で審議し、設置を進め

ていきます。 
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№ 主な成果と考察 今後の取組み等 

4 

・平成 29 年度は、対象児童生徒 11 人に対して登録ボランテ

ィア延べ 15 人、147 回派遣し、学校生活が快適に送れるよ

う支援しました。学校職員や保護者の負担軽減が図られ、

対象児童生徒からも好評を得ています。対象児１人当たり

年間交通費を原則上限１万円程度までとしていることも各

学校への周知が図られてきており、交通費のかからないボ

ランティアを見つけることなどで対応してきています。 

 

・障害のある子どもの自立を支える体

制強化を目指し、ボランティアの確

保のため、大学等に対して本事業の

周知を図る必要があります。 

・特殊機器の貸出については、所有す

る機器の消耗が激しく、使用に耐え

かねるものも多くなっており、学校

の環境、使用状況の把握などを通し、

貸出を継続するか検討する必要があ

ります。 

5 

・平成 29 年度から「特別な支援が必要な子どもの就学説明会」

を開催し、就学に関する情報提供及び相談等について説明

を行っています。 

 

 

・今後も就学に関係する機関との連携

を図りつつ、就学相談に努めていき

ます。「特別な支援が必要な子どもの

就学説明会」については、保護者に

対し早めに情報提供するため、平成

30 年度からは 5 月に実施します。 

6 

・平成 29 年度で 13 年目を迎える本事業は、特別支援学級・

特別支援学校の行事として定着しています。特別支援学級

の新設置校や新担任も共同で宿泊ができるため、よい研修

の機会となっています。また、１年生から参加することで、

学校生活では見られない面の指導を通して、成長がみられ

ます。 

・長柄げんきキャンプを継続して実施

していくとともに、教員の研修の機会

にもなることを周知しつつ、本事業の

推進をしていきます。 
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 6-2 いじめや不登校の未然防止と早期発見・解消 

 

 施策の方針  

 

 いじめのない安全・安心な学校生活を目指して、児童生徒への指導体制や教育相談体制

の一層の充実や教職員の指導力の向上を図るとともに、学校と家庭、地域等が課題や対

策を共有し、連携して取り組む体制を強化します。 

 学校が児童生徒にとって自己の存在感を実感でき、精神的に安心していられる「心の居

場所」としての役割を果たすとともに、教職員が一体となり、いじめや不登校を生まな

いための予防策の強化を図ります。 

 子どもを取り巻くインターネットを含む社会環境や家庭環境の課題に対し、家庭や地域

社会、関係機関が連携した取組みを推進します。 

 不登校児童生徒には、一人ひとりの実態に応じた系統的、段階的な指導・援助を行い、

学校復帰への支援を進めます。 

 

 

                                教育指導課、教育支援課 

№ 指標 項目 
H27 末 H28 末 H30 末 H33 末 H29 末 進捗 

（現状値） （現状値） (中間目標） （最終目標） （現状値） 状況 

22 

学校に行くのは楽

しいと思う児童生

徒の割合 

小 6 86.4% 84.5% 88.0% 90.0% 84.0% × 

中 3 81.5% 79.6% 83.0% 85.0% 78.9% × 

全国学力・学習状況調査 

23 

全児童生徒数に

対する不登校児

童生徒の割合 

小 
0.46% 0.49% 0.40% 0.35% 0.52% 

× 
（26 年度末） (27 年度末）     (28 年度末） 

中 
2.38% 2.49% 2.25% 2.20% 2.67% 

× 
（26 年度末） (27 年度末）     (28 年度末） 

千葉市教育委員会教育支援課調べ 

24 いじめ解消率 

小 
82.2%  87.9% 86.0% 90.0%  89.2% 

◎  
（26 年度末） (27 年度末）     (28 年度末） 

中 
80.3% 89.6% 84.0% 87.0% 91.7% 

◎ 
（26 年度末） (27 年度末）     (28 年度末） 

千葉市教育委員会教育支援課調べ 

 成 果 指 標  
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№ 達成状況に対する説明 今後の取組み等 

22 

・学習内容の理解と学校生活の楽しさとの関連が大きいこ

とが示されているため、さらなる教員の指導力向上やき

め細かな指導の充実が必要です。また、児童生徒への声

掛けの徹底や適切な称揚等、自己肯定感を高める手だて

も必要です。 

・引き続き「わかる授業」を推進し、児童

生徒が「わかった」「できた」と実感でき

る授業づくりを進めます。 

・児童生徒が自己肯定感を持ち、自信を持

って活動に取り組めるような指導を行い

ます。 

23 

・全児童生徒数に対する不登校児童生徒の割合は、年々増

加傾向にあります。特に長期休業明けに増加する傾向が

あり、未然防止、早期発見、長期的な視野に立ち対応で

きるよう専門的な知識や豊かな経験を有する人材活用

が必要です。 

・各種研修会等において、平成２７年度か

ら２９年度まで生徒指導調査研究委員会

で作成した不登校対策等資料を活用し、

適切な対応について周知することで、各

学校に対して、未然防止や早期対応につ

いての指導を促進します。 

24 

・各学校において「学校いじめ防止基本方針」に基づいた

早期発見・早期対応の充実が進んでいます。また、教育

委員会が発行している「いじめ対応マニュアル」等を参

考に、教職員のいじめ問題に対する意識の向上が図られ

ています。 

・国のいじめ防止基本方針の改定に伴い、

「いじめが解消している」とする状況に

ついて見直しをした「千葉市いじめ防止

基本方針」を示しました。このことによ

り、「いじめが解消している」と認定する

までに、これまでより長い期間を必要と

することから、解消率の低下が予想され

ますが、引き続き、いじめの解消に向け

たスキルを高めるための研修等の充実を

図ります。 
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 アクションプランの進捗

成 果 指 標 

 

                                教育支援課、教育センター 

№ 事業名 
新規・拡充

項目、継続 

H27 末 H28 末 H30 末 H33 末 H29 末 達成 

（現状値） （実績） （中間目標） （最終目標） （実績） 状況 

1 

「未然防止」に重

点化した研修の

実施 

研修の実

施 

不登校対策

研修実施 

研修内容に

おける「未

然防止」の

重点化を行

った。 

研修内容に

おける「未

然防止」の

重点化 

研修の実施 

「未然防

止」に関す

る専門研修

を立ち上げ

た。 

順調 

2 
スクールカウン

セラーの活用 

小学校に

配置 

 7 校配置 

12 校巡回 

 6 校配置 

12 校巡回 

10 校配置 

20 校巡回 

10 校配置 

12 校巡回 

10 校配置 

30 校巡回 

順調 スーパー

バイザー

の配置 

3 人 ４人 4 人 4 人 ４人 

3 

不登校やいじめ

に関する教育相

談の実施 

継続 継続 継続 継続 継続 継続 順調 

4 
適応指導教室

の設置及び運営 

適応指導

教室（ライ

トポート）

の設置運

営 

5 ヵ所運営 

ＬＰ稲毛の

改修工事と

備品消耗品

購入を行っ

た。 

6 ヵ所運営 

（各区設

置） 

6 ヵ所運営 

（各区設

置） 

ＬＰ稲毛を

開所し、順

調に運営で

きた。 

順調 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

53 

 

№ 主な成果と考察 今後の取組み等 

1 

・専門研修において、年２回の不登校対策研修、小学校不登

校対策研修に加え、平成 29 年度より、「未然防止」に関す

る講座を新設しました。 

・初期層（6～10 年目の教員）を対象にした学級づくりの講座

では、多数の希望者がありました。 

・不登校を扱った研究内容を各校に周

知すると同時に、層別研修の場で、

子供の気持ちに寄り添った指導の大

切さを伝え、未然に防ごうとする意

識の向上を目指します。 

2 

・全中学校にスクールカウンセラーを配置するとともに、小

学校の配置を増やしているため、相談件数が増え、児童生

徒が不安や悩みを相談して、解決の糸口を見つけることが

できました。（小学校相談件数 H26：1,843 件、H27：3,299

件、H28：3,394 件、H29：4,649 件） 

・小学校スクールカウンセラーを増員

し、児童の心のケアをすることで、不

登校やいじめなどの生徒指導上の諸

課題の未然防止や早期発見、早期解決

を一層図っていきます。 

3 

・24 時間体制で相談業務にあたり、児童生徒や保護者の各種

相談に親身にかつ適切に対応することで、相談者の悩みの

解消に貢献することができました。 

・電話相談・来所相談・医療相談等の件数は、ほぼ昨年度と

同様の件数を受理し、対応しました。 

・今後も２４時間体制で相談業務に当

たり、相談者の生の声を大切にし、親

身にかつ適切に対応することで、相談

者の悩みの解消に貢献していきます。 

・児童生徒・保護者だけでなく、不登

校児童生徒を担任する教員の相談の

充実を図ります。 

4 

・稲毛区にＬＰ（ライトポート）が設置されたことで、全て

の行政区にＬＰが設置され、通いやすい状況になりました。 

・ＬＰ（ライトポート）の管理・運営

内容の改善と支援の充実を図りま

す。 
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 施策の方針  

 

 社会的・経済的な事情にかかわらず、すべての子どもが、充実した教育を受けることが

できる教育環境の実現に向けて、多様な支援の充実を図ります。 

 外国人児童生徒や帰国児童生徒に対する日本語指導などの支援体制や受け入れ態勢の充

実を図ります。 

 家庭環境等の様々な要因から学力定着等が困難な児童生徒に対し、学習支援や相談体制

の充実に取り組み、学習習慣の確立や自ら学ぼうとする学習意欲の向上を図ります。 

 

 

                         教育指導課 

№ 指標 項目 
H27 末 H28 末 H30 末 H33 末 H29 末 達成 

（現状値） （現状値） （中間目標） （最終目標） （現状値） 状況 

25 

家で、自分で計画を

立てて勉強することを

全くしていない児童生

徒の割合 

小 6 10.3% 10.7% 10.0% 9.0% 10.7% × 

中 3 17.8% 16.4% 16.0% 14.0% 16.5% ○ 

全国学力・学習状況調査 

26 

日本語指導が必要な

帰国・外国人生徒で

指導を受けている割

合 

小 
90.5% 90.8% 91.0% 92.0% 91.4% 

◎ 
（26 年度末） 

 
      

中 
93.4% 93.7% 94.0% 95.0% 98.5% 

◎ 
（26 年度末） 

 
      

千葉市教育委員会教育指導課調べ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6-3 学習や社会生活が困難な子どもへの支援 

 成 果 指 標  
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№ 達成状況に対する説明 今後の取組み等 

25 

・家庭学習の必要性についての周知が十分でないことが考

えられます。家庭学習の手引きなどを活用することで、

さらに家庭との連携に努めていくことが必要です。 

・引き続き、自分にはどのような学習が必

要かがわかり、計画を立てて実行できる

力を育てます。 

26 

・多言語化が進みつつあり、対応できていない言語が増え

てきています。また、毎年度、新たに諸外国から編入し

てくる児童生徒がいる一方、指導員や協力員が受け持て

る人数には限度があることから、指導員・協力員の増員

が必要であると考えます。 

・受入を拡充するために、指導員や協力員

を増員する方向で進めていきます。その

際には、多言語化への対応も考慮します。

また、日本語指導通級教室は通級エリア

の問題もあるので、２カ所体制化を検討

していきます。 
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 アクションプランの進捗

成 果 指 標 

 

                     教育支援課、学事課、教育センター、教育指導課 

№ 事業名 
新規・拡充

項目、継続 

H27 末 H28 末 H30 末 H33 末 H29 末 進捗 

（現状値） （実績） （中間目標） （最終目標） （実績） 状況 

1 

スクールソーシ

ャルワーカーの

活用 

スクールソ

ーシャルワ

ーカーの配

置 

4 人 4 人 6 人 6 人 6 人 順調 

2 就学援助 継続 継続 継続 継続 継続 継続 順調  

3 

外国人児童生

徒指導協力員

の派遣 

外国人生徒

指導協力員

の派遣 

11 人 

11 人 

（勤務日数

拡充） 

11 人 

（勤務日数

拡充） 

11 人 

（勤務日数

拡充） 

11 人 

（勤務日数

拡充） 

順調 

4 
日本語指導通

級教室の設置 

日本語指導

通級教室の

設置 

1 ヵ所運営 1 ヵ所運営 増設を検討 増設 
需要、設置

場所調査 
順調 

5 
学習習慣定着に

向けた支援 

ｅラーニング

の活用 
検討 検証中 モデル実施 運用拡大 

検証結果の

考察 
順調 
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№ 主な成果と考察 今後の取組み等 

1 

・スクールソーシャルワーカーの対応事案数が増え、課題を

抱えている家庭への働きかけにより効果が表れました。（小

学校対応事案数 H27：71 件、H28：89 件、H29：102 件） 

 

・全中学校区にスクールソーシャルワ

ーカーを配置し、不登校やいじめなど

の生徒指導上の問題の未然防止や早

期発見、早期解決を一層図っていきま

す。 

2 

・就学援助の申請を適正に審査し、認定された方へ学用品費

等の支給を行いました。平成 29 年度より、「新入学児童生

徒学用品費等」の支給額の増額を行うとともに、新入学学

用品費等の入学前支給として、小学校６年生の認定者を対

象に、中学校入学前の３月に「中学校入学準備金」の支給

を行いました。 

・平成 30 年度より、新入学学用品費等

の入学前支給を小学校入学予定者に

も拡大し、翌年度に小学校入学予定の

就学援助対象者に、小学校入学前の３

月に「小学校入学準備金」の支給を行

い、子どもの貧困への対策を進めま

す。 

3 

・外国人児童生徒指導協力員は、児童生徒への日本語指導だ

けでなく、面談や家庭訪問時の保護者への支援も行うなど、

精神的なケアにも大きく貢献しています。 

 

 

・国際化が進む中で、外国人児童生徒

指導協力員による指導の需要はさら

に多くなると考えられます。年度途中

の転入者も含め、要請があった学校に

はできる限り派遣するよう調整をし

ていきます。 

4 

・日本語指導通級教室は、日本語の学習言語を身に付けるこ

とを目的に設置しており、平成 29 年度末では、在籍 22 人、

進学希望者 20 人全員が進学をしました。一方で、現体制で

は希望者を全員受け入れることが困難であるとともに、居住

地によっては通級できない生徒もいるため、施設増設と指導

員増員を検討する必要があります。 

・需要が多いため、通級の利便性の良

い場所に２か所目を設置し、指導員を

増やすことで多くの希望者に対応で

きるようにするため、２か所６人体制

を目指していきます。 

 

5 

・平成 27・28 年度に研究協力校で実施した eラーニングの検

証において、学習意欲向上の効果が見られたことから、平

成 32 年 1月更新の次期システムにおいて、個別適応学習支

援システムの導入を検討しました。 

・平成 32 年 1 月更新の次期システム

更新において、eラーニングの機能

が含まれる個別学習支援システム

の導入を目指し、調査研究を進めま

す。 
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７ 地域社会全体で子どもの成長を支える 

 

 7-1 地域とともにある学校づくりの推進 

 

 施策の方針  

 

 学校・家庭・地域・行政がそれぞれの役割と機能を果たしつつ、連携・協働により、地

域社会全体で子どもの教育にあたる体制の実現を目指します。 

 本市にふさわしい制度設計のもと、各地域に応じた学校・地域の連携組織の設置を進め、

地域の多様な人材の参画・協働の機会を創出するとともに、四者が相互理解と信頼関係

のもとに、子どもを支える体制の整備や支援を進めます。 

 子どもの成長を支える活動が人と人や、人と地域の絆づくりとコミュニティの活性化に

つながるような、好循環の実現を目指します。 

 

 

学事課 

№ 指標 
H27 末 H28 末 H30 末 H33 末 H29 末 達成 

（現状値） （現状値） （中間目標） （最終目標） （現状値） 状況 

27 

日頃、地域でこどもへ

の声かけや見守り活

動を行っている市民

の割合 

13.8% ― 

※１  

19.0% 20.0% ― 

※２  
―  

（26 年度末） （29 年度末）     

市民１万人のまちづくりアンケート 

28 

市内の学校は地域に

開かれていると感じる

市民の割合 

40.0% ― 

※１ 

50.0% 60.0% ― 

※２  
―  

（26 年度末） （29 年度末）     

市民１万人のまちづくりアンケート 

※１「市民１万人のまちづくりアンケート」は３年に１回の実施のため、H28 末現状値は未定 

※２「市民１万人のまちづくりアンケート」の見直しに伴いアンケート未実施のため、H29 末現状値は未定 

 

 

 

 

 

 

 

 成 果 指 標  
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№ 達成状況に対する説明 今後の取組み等 

27 

※「市民１万人のまちづくりアンケート」の見直しに伴い

アンケート未実施のため、現状値が未定であり達成状況

を確認できません。 

 計画の見直しのなかで、数値データの収集手段等を検討

します。 

※引き続き、関連するアクションプランを

推進します。 

28 

※「市民１万人のまちづくりアンケート」の見直しに伴い

アンケート未実施のため、現状値が未定であり達成状況

を確認できません。 

 計画の見直しのなかで、数値データの収集手段等を検討

します。 

※引き続き、関連するアクションプランを

推進します。 
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学事課、生涯学習振興課、企画課、教育支援課、教育センター 

№ 事業名 
新規・拡充

項目、継続 

H27 末 H28 末 H30 末 H33 末 H29 末 進捗 

（現状値） （実績） （中間目標） （最終目標） （実績） 状況 

1 

学校支援地域

本部やコミュニ

ティスクール等

の推進 

連携組織

の設置 

学校支援地

域本部 

小：2校 

中：1校 

学校支援地

域本部 

小：4校 

中：2校 

学校支援地

域本部を含

めた連携組

織を小・

中・高等学

校の三割に

設置 

学校支援地

域本部を含

めた連携組

織を全小・

中・高等学

校に設置 

学校支援地

域本部 

小：10 校 

中： 6 校 

順調 

2 
放課後子ども教

室の推進 
実施日数 

21.2 日/校 

（H26） 

ニーズ調査

の実施 

19.8 日/校 30.0 日/校 

前半 3ヵ年

の取組状況

を踏まえ、

見直し時に

設定 

19.8 日/校 遅れ  

3 

学校教育に関す

る広報・広聴の

充実 

意見交換

会の開催 
実施 実施 拡充 拡充 実施 順調  

4 

ネット社会にお

ける諸問題への

対応 

予防と対

策の検討・

実践 

検討 継続 

協議会設置 

ガイドライ

ン策定 

実践 継続 順調 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 アクションプランの進捗

成 果 指 標 
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№ 主な成果と考察 今後の取組み等 

1 

・学校が地域とつながっていくことで、学校の教育力を高め、

地域社会が学校を中心に連携協力を深め、地域社会の活性

化を促しています。実際、環境整備、学習支援、安全見守

り支援、放課後子ども教室支援の充実した活動が行われ、

体験活動や地域を教材とした教育活動により、児童の満足

度が高まり、自己評価が向上したという成果が得られてい

ます。また、地域住民が支援活動にかかわることで、やり

がいや手ごたえを感じているとの報告があります。学校を

取り巻く地域の輪が広がり、地域コミュニティの活性化が

図られていると考えられます。 

・平成 33 年度末には、本市にふさわし

い制度設計の下、学校支援地域本部の

設置や学校運営協議会の導入など、各

地域に応じた多様な形態の学校・地域

の連携体制を全校に設置することを

目指します。 

 

2 
※生涯学習分野で記載（P80 参照） ※生涯学習分野で記載（P80 参照） 

3 

・より広く教育的ニーズを把握するため、対象者やテーマを

検討したうえで、教育委員が直接意見交換を行う意見交換

会を２回実施しました。また、学校教育の認知度を向上さ

せるめ、小・中学校の授業参観を市民へ公開するイベント

を４校で実施しました。 

・対象者・対象団体やテーマを工夫し

ながら意見交換会を継続的に実施し、

教育に関するニーズの把握に努めま

す。また、実施校や内容を工夫しなが

ら「学校体感デー」を継続的に実施し、

市民の学校教育に対する理解が深ま

るよう努めます。 

4 

・各学校では、教育センター作成の情報モラル学習教材の活

用や、警察や関係団体による情報モラル教室等を実施し、

トラブル防止に努めています。 

・学校のみならず、保護者や地域に対

する啓発活動も一層推進していきま

す。 
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(2) 生涯学習       

生涯学習分野については、平成２８年度から「第５次千葉市生涯学習推進計画」に基

づき各種施策を進めています。 

 

 

※生涯学習分野については省略 
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２ 評価委員による評価  

○松尾委員  

全体について 

平成 29 年度に千葉市教育委員会が執行した、主に（１）学校教育について、総括的な所

見を述べることとする。平成 29 年度は、本市が実施した施策については、学校教育推進計

画（6 年計画）の２年目に該当し、その各事業の取り組み状況は、その特性に応じて円滑に

実施されていると言える。 

自己評価について言えば、平成 28 年度からその方法が大きく変わり、「成果指標」におけ

る「達成状況」の記載は、各指標に対して、平成 33 年度末の最終目標値とともに、平成 30

年度末（中間）目標値に向けた平成 29 年度末の現状値の状況を 4 段階に分類して示してい

ることが特徴的である。これは単なる数値の変化だけでなく、目標に合わせた達成状況の伸

びについても捉えていることを意味しており、現状を表すためにより適切な評価方法である

と言えよう。さらに、「アクションプランの進捗」状況については、主な成果と考察、今後

の取り組み状況が示されているため、自己評価を行い、それを生かして改革推進を進めるサ

イクルが適切に機能していることが窺える。しかしながら、今後の取り組みについては具体

的に記述し、できるだけ次年度へと効率よくつなげられるようにすることが重要であろう。

また、成果指標とアクションプランを対応づけることにより、改善点への今後の対策が確実

に結びつけられ、わかりやすくなると考えられる。 

ここからは、7つの施策展開の方向性に関連して述べる。「３ 健やかな体を育てる」では、

虫歯のない児童・生徒の割合が全国平均よりも高く、これは歯磨きの習慣づけ等の教育の賜

物であると言えよう。また、中学生における１週間の総運動量も平均より高くなっており、

これまでの充実した体育教育の成果であると考えることができる。さらに、「５ 信頼される

教職員が子どもと向き合う環境を整える」に関連して、「学校の勉強がよくわかる」という

割合が高く、これは教員が熱意ある教育を実施している結果であり、きめ細かい教職員研修

の充実によるものと解釈できる。加えて、「６ 多様な教育的支援の充実を図る」に関連して、

特別支援学級の個別の教育支援計画を作成する割合も高まり、特別支援教育等を精力的に行

っていることが窺える。 

一方、課題があると考えられることは次の通りである。「１ 確かな学力を育てる」につい

ては、「学校の勉強が好きだと思う児童生徒の割合」が小学生で微減している。また、「自分

の考えや意見を発表することが得意な児童生徒の割合」は小学生でも中学生でも平成 27 年

度から減少し、大きな変化はないものの、上昇傾向にはない。「２ 豊かな人間性を育てる」

については、「将来の夢や目標を持っている児童生徒の割合」は小学生、中学生ともに減少

傾向にあり、また、「地域や社会をよくするために、何をすべきかを考えることがある児童

生徒の割合」は平成 28 年度の結果がないものの、平成 27 年度から小学生、中学生ともに減

少している。「６ 多様な教育的支援の充実を図る」については、いじめの解消率が増加傾向

にあることは望ましいことであるが、「学校に行くのは楽しいと思う児童生徒の割合」や「全

児童生徒数に対する不登校児童生徒の割合」は、前者が減少傾向、後者は増加傾向となって

いることは課題であると言える。以上のように、平成 29 年度の結果で望ましくない傾向の

項目が複数見られる。短期間での推移では必ずしもその傾向を読み取ることは適切であると
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は言えないので、状況を正確につかみつつ、改善のための最善の方策を取れる体制を整える

必要があるだろう。その一方で、原因の究明も行わなければならない。例えば、平成 29 年

度では臨時採用職員の増加や初任校長・教頭の増加が見られるがその影響があるのかどうか

等、様々な視点から考えることが重要である。加えて、「５ 信頼される教職員が子どもと

向き合う環境を整える」については、「様々な取組みが、子どもと向き合う時間の確保に有

効であったと感じる教員の割合」が急激に減少している。どの取り組みが時間確保に有効で

あったか等について聞き取り調査を実施することも考えていく必要があるだろう。 

 全体を通して見れば、７つの方向性すべてにおいて、充実した取り組みがなされているこ

とが窺える。時代の流れの中で、急激に変わること、変わらないことを見出し、それに適切

に対応すべく、事業全体を見通して改革すべき点を洗い出し、それを推進していくことが重

要である。未来を担う子どもたちのために何ができるかと考え、できることから始めていく

姿勢を持ち続けなければならない。 

 

ここからは、市独自の学級編制や教職員の配置と、オリンピック・パラリンピック教育の

推進、情報機器の活用に関する取り組みについて述べる。 

 

市独自の学級編制や教職員の配置 

本市では、文部科学省の事業により、英語専科教員を 5名採用している。この教員は英語

教育研究の指定を受けている学校に配置されている。英語専科教員の授業には担任教員も参

加することで、英語教育についての実地研修を受けていることにもなる。児童への効果的な

指導のみならず、教員研修となり、事業効率が高いことが窺える。このような取り組みが継

続して行えるとともに、広く多くの学校で実施できることが望ましい。 

また、昨今本市では、急激に外国人子女が多数入学しており、その中には日本語が使用で

きない児童もおり、担任とのコミュニケーションにも障害がある場合も少なくない。それに

対して、本市では、日本語指導を行う教員が配置されている。担任の負担を軽減し、適切な

指導を行うことが可能となっている。 

さらに、本市では、少人数学級、少人数指導等の工夫した学級編制等を行っている。これ

までは、例えば学年等が指定されていることもあったが、多くのことが学校の裁量に任され

るようになり、弾力的運用が可能となり、学校の特性に合わせた活用ができるようになった

ことも高く評価できるところである。 

最後に、スクールカウンセラーの配置についてである。この配慮により、学校で教員相談

を受ける機会が増えた。核家族が進む一方で、多様な子どもに合わせた教育についての悩み

は尽きず、気軽に学校で専門家に相談できる取り組みは高く評価できるものである。担任と

の連携が取れることで子どもたちの状況への適切な対応が可能になり、また、担任の職務の

負担を軽減できることから、スクールカウンセラーの増員を行うことは重要な課題であると

考える。 

 

オリンピック・パラリンピック教育の推進 

 本市では、2020 年の東京オリンピックとの関連で、オリンピック・パラリンピック教育を

推進している。マスコットの投票に子どもたちを参加させたり、各教科等との連携を考えて

授業を充実させたりしている。千葉市教育委員会が作成した読本をもとに、小学校及び中学

校の工夫した授業が考えられている。人との接し方、礼儀・挨拶などの道徳的な内容の学習、
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食育に関わる世界の食に注目した総合的な学習、オリンピック競技が行われる地域について

の調査学習、和楽器についての学び、パラリンピック競技（シッティング・バレーや車椅子

バスケット）の実体験によるボランティア精神の涵養、障害者や高齢者への対応に関する教

育等が実施されている。来る大会について、開催気運を盛り上げるだけに止まらず、開催に

関わって、健康教育を始め、多様性理解教育や国際理解教育等を推進し、教科横断的に関連

教育を進めている点を評価することができる。平成 29 年度は指定校における取り組みが中

心であったが、平成 30 年度以降、このような教育を千葉市内全体へと広めようとしている。

千葉市教育委員会とオリンピック・パラリンピック推進課との連携がこの事業推進には重要

である。この連携により、この事業が充実し、千葉市の子どもたちに特色ある学校教育にお

ける学びを実現できる可能性が高まると考えられる。しかしながら、この事業に関する教育

の成果を明らかにすることも同時に必要であることから、事業実施のみならず、成果の示し

方の検討を行うことも重要であろう。 

 

情報機器の活用 

 本市においては、ICT の活用による教育の推進が進められている。既に市内の小学校、中

学校の全ての教室に大型テレビが設置され、授業内容に対応して活用され、授業をより一層

効果的に実施することができている。これに加えて、学びの推進プロジェクトの指定校では、

タブレット及びデジタル教科書を全ての教科で活用している。しかしながら、ネット上での

情報を取り入れて活用することができない。セキュリティの問題等でネット接続には多くの

障害があることも理解できるが、有用な情報を入手する手段を工夫改善することを期待した

い。また、ICT の技術は日進月歩で、活用する側が追いついていけないスピードで進展して

いる。それへの対応について考えることも一つの改善方法ではあるが、それ以上に、教室環

境を充実させるために、可能なところから効果的に活用できる ICT を選んでいくことも重要

である。ICT は万能ではないことから、これまでのアナログ情報とともに適切に活用する方

法を考えなければならない。 

 

以上を踏まえ、平成 29 年度に千葉市教育委員会が執行した、自ら考え、自ら学び、自ら 

行動できる力をはぐくむ目標を目指した学校教育推進計画（6 年計画）の２年目の取り組み

については概ね良好な成果を得ていると評価することができる。近年、教員の急激な大量退

職のために、新規採用数が増え，若年層教員の割合が益々増加しているだけでなく、管理職

の大量交替も生じており，学校の組織や体制も大きく変わってきている。こうした学校及び

それを取り巻く環境の変化の中で、未来を生き抜く、夢と思いやりの心をもってチャレンジ

する子どもを育てるための学校教育については、持続的に改革を行う信念を基に、引き続き、

第２次学校教育推進計画に基づいた各事業の企画・推進を心より期待したい。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

千葉市教育委員会事務点検・評価報告書（平成 2９年度対象） 
 

 
担当 千葉市教育委員会事務局教育総務部企画課 

    〒260－8730 千葉市中央区問屋町１－35 

              千葉ポートサイドタワー12F 

      ＴＥＬ     043－245－5951 

E メール     kikaku.EDG@city.chiba.lg.jp 


